
総務企画委員会会議記録

総務企画委員長 吉岡 美智子

１ 日 時

平成２６年９月１２日（金） 午後１時０２分から

□□□□□□□□□□□□□□□□□午後４時３６分まで

２ 場 所

第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

吉岡美智子、濱田洋、阿部英仁、田中利明、酒井喜親、首藤隆憲、佐々木敏夫

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係の職・氏名

総務部長 島田勝則、企画振興部長 日髙雅近 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）請願４３については、不採択とすべきものと福祉保健生活環境委員会に回答するこ

とを賛成少数をもって決定した。

第９３号議案及び第９５号議案については、原案のとおり可決すべきものと福祉保

健生活環境委員会に回答することをいずれも全会一致をもって決定した。

（２）第８５号議案のうち本委員会関係部分及び第８８号議案から第９２号議案までにつ

いては、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

第１号諮問については、棄却すべき旨答申すべきものと全会一致をもって決定し

た。

請願４６については、不採択とすべきものと賛成少数をもって決定した。

（３）陳情４４について、質疑を行った。

（４）公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の経営状況を説明する書類の提出について

及び公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の平成２５事業年度の業務実績に関する

評価結果についてなど執行部から報告を受けた。

（８）閉会中の継続調査について、所定の手続をとることとした。



９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐（総括） 赤峰宏史

政策調査課調査広報班 主査 上田雅子



総務企画委員会次第

日時：平成２６年９月１２日（金）１３：００～

場所：第４委員会室 □□□□□□□□□□□□

１□開□□会

２ 企画振興部関係□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ １３：００～１５：００

（１）付託案件の審査

□□□第 ８５号議案□平成２６年度大分県一般会計補正予算（第２号）

（本委員会関係部分）

□□□第□８９号議案の工事請負契約の変更について

□□□第□９０号議案の工事請負契約の変更について

□□□第□９１号議案の工事請負契約の変更について

第 ９２号議案 物品の取得に係る契約の変更について

（２）付託外案件の審査

陳 情 ４４ 自由民主党、日本維新の会、生活の党の各党が国会に共同提案し

た特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案（通称、カ

ジノ法）に関することについて

（３）諸般の報告

＜法令に基づく報告＞

①報第 １３号 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の経営状況を説明する書

類の提出について

②報第 １４号 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の平成２５事業年度の業

務実績に関する評価結果について

③報第 １５号 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団の経営状況を説明

する書類の提出について

④報第 １６号 大分高速鉄道保有株式会社の経営状況を説明する書類の提出につ

いて

⑤報第 １７号 大分航空ターミナル株式会社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて

⑥報第 ４１号 大分県長期総合計画の実施状況について

＜その他の報告＞

①公益社団法人ツーリズムおおいたの経営状況について

②株式会社別府交通センターの経営状況について

③株式会社サン・グリーン宇佐の経営状況について

④株式会社大分フットボールクラブの経営状況について

⑤一般財団法人大分県自動車会議所の経営状況について

⑥国際スポーツ大会事業推進班設置について

⑦県立美術館の進捗状況について



⑧韓国（ソウル）観光プロモーションについて

（４）その他

３ 総務部関係 １５：００～１６：３０

（１）合い議案件の審査

請 願 ４３ 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づく立法化

を行わないよう求める意見書の提出について

□□□第 ９３号議案 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備につ

いて

□□□第 ９５号議案 母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う関係条例の整備について

（２）付託案件の審査

□□□第 ８５号議案□平成２６年度大分県一般会計補正予算（第２号）について

（本委員会関係部分）

□□□第□８８号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について

第 １号諮問 退職手当支給制限処分に対する異議申立てに関する諮問について

請 願 ４６ 消費税の税率引き上げ決定に反対する意見書の提出について

（３）諸般の報告

＜法令に基づく報告＞

①報第 １２号 公益財団法人大分県自治人材育成センターの経営状況を説明する

書類の提出について

②報第 ４１号 大分県長期総合計画の実施状況について

＜その他の報告＞

①大分県行財政高度化指針の進捗状況について

②公社等外郭団体の経営状況及び見直し方針の進捗状況について

③公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について

（４）その他

４ 協議事項 １６：３０～１６：４０

（１）閉会中の継続調査について

（２）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

吉岡委員長 ただいまから、総務企画委員会を開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けました議案６件、諮問１件、請願１件、福祉

保健生活環境委員会から合い議のございます請願１件及び議案２件でございます。

この際、案件全部を一括議題とし、企画振興部関係の審査に入ります。

まず、第８５号議案平成２６年度大分県一般会計補正予算（第２号）についてのうち、

本委員会関係部分について、執行部の説明を求めます。

日髙企画振興部長 第８５号議案平成２６年度大分県一般会計補正予算（第２号）のうち、

企画振興部関係についてご説明いたします。

総務企画委員会資料の１ページをお開きください。

今回補正額の一番下の合計欄にございますとおり、１億２８５万３千円の増額をお願い

するものでございます。

既決予算額の１０２億７，２８４万７千円と合わせますと、補正後の予算額は、１０３

億７，５７０万円となります。

次に補正の内容について、ご説明いたします。

平成２６年度補正予算に関する説明書の９ページをお願いいたします。

芸術文化創造発信事業費８千万円でございます。これは、行財政改革の成果のあらわれ

である決算剰余金約２４億円の一部を活用して、県の芸術文化基金に積み立てるものです。

この積み立てた分につきましては、平成２７年４月から始まる県立美術館の企画展や、今

後、新たに取り組む芸術文化施策などに活用していきたいと考えています。

次に、同じページの一番下、国際航空路線拡充・定着化促進事業費７８０万２千円でご

ざいます。

これは、韓国のＬＣＣ、ティーウエイ航空の就航によりまして、韓国人の本県への誘客

につなげて観光振興を図るとともに、韓国と大分県の移動に係る県民の利便性を向上させ、

韓国との経済・人的交流の拡大を図るものでございます。

次のページをお願いします。

国内航空路線拡充・定着化促進事業費１，５０５万１千円でございます。

これは、ＬＣＣ、ジェットスター・ジャパンの関西空港線の就航によりまして、関西圏

域と大分との間の新たな航空需要を掘り起こし、大分空港の利用促進を図るとともに、県

内の観光振興や地域活性化を目指すものでございます。

以上で、補正予算に係る事業の説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

吉岡委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。委員の皆様どうぞ。

濱田副委員長 ＬＣＣは、大変いいことでありますけれども、基本的に、例えば大韓航空

も前から行っておって、競合すると両方とも運航がきついという状況も考えられないこと

はないんですね。だから、どういう契約でどういうふうにやっておるか知りませんけれど

も、例えば初めに契約するとき撤退のことは言わないかもしれんけれども、せっかくいろ
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んなことをやって、余り急にやめられても双方ダメージは大きいので、ある程度の何かの

そういう取り決めというか、そういうものはあるんですかね。

日髙企画振興部長 少し経緯から説明させていただきますと、ティーウェイ航空が大分に

参入しようというふうに考えたのは、やはり大韓航空が休止に入ったこの時期に、会社同

士ですから、その後のことまでは詳細はわからないんですけれども、休止に入ったという

この機を捉えて、今であれば自分たちの意思を表明してもいいんじゃないかと、そういう

ことを考えて、その時期を捉えて私どものほうに申し出があったというふうに聞いており

ます。そういうことを受けて、私どもも将来にわたって航空路線を維持していくことが一

番大事でございますので、十分相手の事情を聞きながら、今回いろんな話をさせていただ

いたということでございます。

濱田副委員長 大韓航空は冬場にやっぱり休業するんですかね。今まで、例えば、搭乗率

がどのくらいになったら一応やめるとか、そういう例がちゃんとあるんじゃないですかね、

今までの大韓航空との関係で。

飯田交通政策課長 ソウル便は夏が厳しい、夏のほうがですね。要はソウル便の大半のお

客様は、どちらかというと韓国から大分に見える方が大体７割から８割になっています。

それで、韓国は冬が寒いので、冬季に来るお客さんが非常に多いということで、これまで

も大韓航空に関しては夏の着陸料等に対する支援ということで、夏をどうにかしていこう

というような支援がやられていました。

それから、今後、継続に何％以下というのはないんですけれども、やはり、今、定めて

いるのは、着陸料については搭乗率が７０％を下回った場合は着陸料を支援するというよ

うなことにしていますが、現実には何％で休業に至るかというのは経営判断になりますの

で、ここのところはちょっと明確ではありません。

吉岡委員長 ご説明の際はマイクがございませんので、皆さん大き目に言っていただける

とありがたいと思います。

田中委員 国際航空路線、これは韓国との間の路線は大事な路線で、こういうふうなこと

での支援措置をしながらふやしていくというのは大事な措置ですが、前、僕も言ったよう

に、要するにロッテ観光なんかの本部に行って聞くと、大分県の場合、湯布院と別府しか

知らんと。県南とかほかのいいところのルートは全然伝わっていないんだということです

から、せっかくこれだけのお金を費やしてね、県南を含めて各所のところにそういう観光

地の案内を含めてやらないと、一体化したセンスでやらないとですね。ただ飛行機だけに

費やしましたじゃなくて、その後攻めをしっかりとやってもらいたいなと、こう思います

が、何かこれについて今後の対応はありますか。

細川観光・地域振興課長 後ほど、ご説明申し上げますが（「声が小さい」と言う者あ

り）８月にソウルにお伺いしましてプロモーションを行いました（「聞こえない」と言う

者あり）。

また、九州観光推進機構とともに九州オルレというウオーキングコース、これを開発い

たしまして、今、ＰＲをしているところであります。国外から入っていただく方のために、

九州エクスプレスウェイのパスですね、高速道路のパスを、これも九州観光推進機構と連

携して企画をいたしまして、有利な価格で高速道路を利用できるようにさせていただく。

これがまた秋からキャンペーンを始めますので、そういう工夫をしながら、韓国を中心に
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国外の方の誘客に努めてまいりたいと考えています。

田中委員 従軍慰安婦の問題とか、いろんな政治的な問題は別にして、韓国人が、ただ温

泉が欲しいのか、うまい刺身を食いたいのか、こういうニーズを的確に捕まえてコースを

セッティングして、迎えてあげんといかん立場ですから、もっともっと行政のそこの深み

を募らせていただいて頑張ってもらいたいと思っていますから、よろしくお願いしておき

ます。

吉岡委員長 ほかに委員さんよろしいでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ほかに質疑もないようでありますので、これで質疑を終わります。

なお、本案の採決は、総務部関係の審査の際に、一括して行います。

次に、県立美術館関係の第８９号議案工事請負契約の変更についてから第９２号議案物

品の取得に係る契約の変更についてまでの４件の議案について、執行部の説明を求めます。

佐藤県立美術館推進室長 工事請負契約の変更議案について、ご説明いたします。議案書

の２４ページをごらんください。

第８９号議案から第９１号議案の工事請負契約の変更についてでございます。

お手元に配付しております総務企画委員会資料の２ページをごらんください。

美術館建設工事につきましては、建築、電気設備、空調設備、衛生設備及び外構の５つ

の工事に分割しております。このうち、予定価格が５億円以上の工事で、平成２５年定例

県議会で議決をいただいた建築、電気設備及び空調設備の３つの工事請負契約について、

変更する必要がありますのでご審議いただくものです。変更の主な理由でございますが、

先の第２回定例県議会でご承認いただいた、スライド条項の適用に伴い契約金額を変更す

るものでございます。

あわせて建築工事については、施工中の状況変化として、外構工事で予定していた配管

用施設等に関する工事を追加するとともに、地下水の噴出への対策工事も追加いたします。

さらに、作品展示や教育普及活動をより効果的に行うことができるよう、天井からのつり

下げを可能とし、空間展示が行える変更をいたします。これによりまして、表の上段、建

築工事の契約金額は、現行契約額が５１億４，９９２万７，６５０円のところ、変更金額

が１億５，４３６万９，９５１円の増額となり、変更後契約金額は５３億４２９万７，６

０１円となります。

次の電気設備及び空調設備工事については、スライド条項の適用による契約金額の変更

でございます。電気設備工事につきましては、現行契約額が７億２，０６１万５千円のと

ころ、変更金額が５４９万５，９４７円の増額となり、変更後契約金額は７億２，６１１

万９４７円となり、同様に、空調設備工事につきましては、現行契約額が１０億２，７７

４万円のところ、１，９８１万７，３３０円の増額となり、変更後の契約金額は１０億４，

７５５万７，３３０円となります。

なお、議決案件ではありませんが、衛生設備及び外構工事においても契約変更を行う予

定としております。

続きまして、９２号議案物品の取得に係る契約の変更について、ご説明いたします。資

料は同じページの下のほうをごらんください。

予定価格が７千万円以上の動産の買い入れについては、大分県県有財産条例第２条の規
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定により、議会の議決に付すこととされていることから、契約の変更についても同様にお

諮りするものでございます。本議案は、県立美術館の収蔵庫内に設置する什器について、

平成２５年９月１９日に鹿島建設株式会社九州支店と締結した物品の取得に係る契約の金

額を変更するものです。変更の理由は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、

契約金額を変更する必要があるためでございます。契約金額は、現行契約額が２億１，５

２５万円のところ、６１５万円の増額となり、変更後契約金額は２億２，１４０万円とな

ります。本件に係る予算については、既に当初予算にてご承認をいただいていますので、

新たな予算増額の必要はございません。

以上で説明を終わります。

吉岡委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。

阿部委員 最後の説明をいただいた物品の購入の消費税、これはどうなんですかね。例え

ばスライド条項の中でいろんな労務単価だとか資材の高騰とか、そういうのは何となくわ

かるんですがね。例えば、契約のときに、そういう消費税というのは最初から上がるだろ

うと、我々は思っていたんだけど、皆さん方が思っていたかどうかは別にして、そういう

事柄については契約の中にうたっておるんですか、どうなんですかね。

要するに消費税の制度というのは、国がいろいろ定めていくわけですよね。そのときに、

こういうようなことになったときには見直しをしますよという契約の中に、それでなけれ

ば契約というのは何なんだろうなと。もし契約書にそれがあるんならば、契約書をここに

つけて、こういう契約書にこうなっていますというのがあってしかるべきじゃないかなと

思うんです。

佐藤県立美術館推進室長 まず、この契約は、資料に書いておりますけど、当初の契約日

が平成２５年９月１９日に契約をしております。年度をまたいで、２カ年にわたって債務

負担行為、２カ年にわたって契約をしておりまして、今年度、備品として引き渡しを受け

るという契約になっております。

消費税の増税が決定されたのが平成２５年１０月１日ということで、契約後ということ

であります。建設工事などと違いまして、物品、備品等の消費税が発生する時点というの

は引き渡しの時点で発生するということで、これが要するに契約当初では当時の消費税率

だった５％だったんですが、実際に引き渡しを受ける時点では、その後、政府等の改正が

ありまして８％になったということで、これにつきましては、当初の契約はあくまでも５

％で決定しておりますので、引き渡し時点での８％の消費税で計算した支払いになるとい

う商品ということです。

阿部委員 これ、物品の購入ということですよね。ということは、建物そのものとはまた

別なんでしょう。

佐藤県立美術館推進室長 はい。

阿部委員 だから、建物そのものの契約は契約でやっているわけですよね。それは建物の

契約をして、その後に消費税が上がりましたよと、成立しましたよという、また上がった

部分でですね。だけど、建物は先に契約しているから、その消費税は加算されないという

ことですか。

樋口美術館建設監 工事の分は、国税庁のガイドラインをもとに、今も申し上げました物

品の調達の場合の契約時と、それから消費税の取り扱い、それは物品の場合と、それから
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工事の場合の消費税の取り扱いというのがガイドラインに示されております。それに基づ

きまして工事の場合は基準日となる１０月１日、そこから消費税が変わるものです。物品

調達の場合は、納品される時点でもうそれがまたがりましても、１０月１日を超えれば納

品される時点での税がかかるというふうになっています。

阿部委員 ちょっとわからないので。

酒井委員 関連していいですか。問題は、１つは、契約を昨年９月にした。普通の場合は

工事とかの場合は前渡金とかで３０％ぐらい払う、途中、中間とかね。この場合はまだ支

払い行為がなされておらないことで、物品を納入した時点でお支払いすることによって、

もう４月１日から消費税が上がっていることで３％を今回変更するということなんですか

ね。

それと、２億１，５００万円に３％を掛けた６００万円、これにならないんですよね。

もうちょっと上がるんですよね。その根拠を示してもらいたいと思います。

佐藤県立美術館推進室長 まず、現行契約金額は２億１，５２５万円。これは５％の消費

税が加算された契約額になっております。したがって、今回変更増する６１５万円という

のは２億１，５２５万円を１．０５で１回割ります。そうしますと２億５００万円になり

ます。消費税抜きの額が２億５００万円になります。これで今度は８％を掛けますと、

（発言する者あり）そうです、２億５００万円の要するに５％が８％ですので、その差額

の３％相当というのが消費税抜きの本体の価格２億５００万円に３％掛けた額、今回、変

更増するのは、この２億５００万円に３％を掛けた６１５万円というふうになります。

酒井委員 今のは要するに当初の物品購入額が２億５００万円で、３月までは５％ですか

ら、その分はして、３％上がったことによって２億５００万円に３％掛けた額が６１５万

円ということですね。（「はい」と言う者あり）最初に質問した阿部委員と一緒で、支払

いをまだしていないことによってこの３％は上乗せをする。したがって、物品購入があっ

て初めて２億２，１４０万円ですか、これを正式にお支払いすることによってこの３％を

上乗せする補正ということでいいんですかね。そこの説明を。

佐藤県立美術館推進室長 要するに物品の引き渡しを受けた後に、支払いをします。物品

の引き渡しを受ける時点で、消費税率を計算します。物品の引き渡しは今年度、契約は昨

年度なんですが、物品の引き渡しは今年度になりますので、今年度引き渡しを受ける時点

で消費税を計算します。したがって、消費税は８％と。当初契約時点では５％で契約して

おりましたが、それは昨年度なんで、引き渡しを受ける今年度、８％の消費税額を支払う

必要がございますので、契約を変更して支払うということです。

酒井委員 通常、商売をしている人であれば、２億５００万円、そして４月から消費税が

３％上がるというのは確実にわかっているから、できれば３月３１日に５％分を払えば、

あとは残りの分に対して払っていくけど、システムがそういうふうで、物品購入と同時に

全額を支払うということでこういうふうになっているということなんですかね。通常の場

合は前もって払うということで、それはもう払わんでいいし、後で払えばいいからね。

日髙企画振興部長 消費税抜きの本体の価格が先ほど言ったように２億５００万円という

のがあって、それに５％の消費税がかかるか、８％の消費税がかかるかという問題になる

んですよね。じゃ、いつお金を支払うかといったら、物品の納入を受けてから支払います

よね。ですから、そういう形になっているので、物品の納入を受けるときの支払い、物品
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納入を受けるときには本体の２億５００万円は変わらないわけですから、それに８％をし

た額を払わないとむしろおかしいという形になるということでご理解を。

阿部委員 ちょっとそちらにとられたので、またこっちに戻って。私が聞きたいのは、契

約をしているでしょう。契約をするときに、要するに消費税というのはもう含まれて契約

しているはずですよね、まず５％。それからあと３％の消費税が上乗せされたわけですか

ら、民間でいえばそういうのもよくわかっているから、消費税増税前に駆け込み需要だと

か言葉がいろいろあるわな。そういう先々のこういうことがあるような時代の流れの中、

全体で来年になったらこういうのがありそうだなといったときには、契約書の中にうたわ

れておるんですかということなんですよ。契約書というのは何のための契約書なのという。

だから、支払い条件とかそういうのもね。例えば、「上がりましたよ。上がりましたら消

費税は上乗せして支払いますよ」という契約書があってしかるべきじゃないかなというこ

となんですよね。だから、それはもう常識的に世の常ですよと言われればそれでしようが

ない。

また、先ほど言ったように、財務省か国税庁のどうのこうのという、そういうものがあ

れば見せてほしいですよね。こういう規則になっていますというものがね。そうじゃない

とちょっとわかりませんということなんです。

吉岡委員長 それに対して何かございますか。

阿部委員 いいですよ、そればっかし引っ張っていたって先に進まん。後で説明してくだ

さい。

吉岡委員長 よろしいですか。ほかに質問ございませんでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 執行部の配席表をいただいておりますが、その方々以外につきましては、所

属と職名、氏名を言っていただいてから発言をお願いします。

ほかにご質疑もございませんので、これより４件の議案について、議案ごとに採決いた

します。

まず、第８９号議案工事請負契約の変更については、原案のとおり可決すべきものと決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第９０号議案工事請負契約の変更については、原案のとおり可決すべきものと決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第９１号議案工事請負契約の変更については、原案のとおり可決すべきものと決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第９２号議案物品の取得に係る契約の変更については、原案のとおり可決すべき

ものと決することにご異議ありませんか。

阿部委員 これは後で説明をいただけるということで、私も賛成をするということでいい
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ですね。途中で終わっていますので。

吉岡委員長 部長、説明をいただくということでよろしくお願いします。

それでは、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。

以上で、付託案件の審査を終わります。

続いて、付託外案件の審査に移ります。

議長から回付されております陳情４４特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

案について、執行部の意見を求めます。

細川観光・地域振興課長 陳情文書表をごらんください。

カジノを中心としました統合型リゾート施設、ＩＲの整備を政府に促す特定複合観光施

設区域の整備の推進に関する法律案、通称これをカジノ法案と呼んでいますが、これは観

光や地域経済の振興に寄与することから、昨年１２月に衆議院議員の発議により提案され

たものであります。本年６月に衆議院内閣委員会で審議入りを決したものの、治安悪化な

どを懸念する声もありまして、現在、継続審議となっているところでございます。

以上でございます。

吉岡委員長 この陳情に関して、ご意見等はございませんか。

酒井委員 これは法律で全国何カ所かに指定をたしかしていたですね。どこでもいいとい

うことじゃなくて、３カ所か４カ所か。ちょっと内容、その状況がわかれば。

細川観光・地域振興課長 まだ特に指定はありません。この法案が通ってから推進をして

いくということで議論が始まったばかりです。

酒井委員 議論の中で、これが通ればどこでもいいということじゃなくて、審議の中で東

京と大阪と沖縄か、そういう内容の審議があったんですね。

細川観光・地域振興課長 全国的に見て、首都圏を中心に、それから沖縄、九州では長崎、

宮崎あたりが動きがあるということで報道がされております。

吉岡委員長 ほかにないようですので、陳情については終わります。

執行部から、法令に基づく報告の申し出がありますので、これを許します。

まず、関係法人の経営状況等に関する報第１３号から報第１７号について、説明してく

ださい。

中島政策企画課長 報第１３号公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の経営状況を説明

する書類の提出についてご説明を申し上げます。

議案書の８７ページ、それから説明のほうはこちらの水色の５１ページをお開きいただ

きたいと思います。この概要書５１ページのほうでご説明を申し上げます。

まず、事業内容、平成２５年度の事業実績でございます。

教育分野ですけれども、国際総合学科に新たに３つのコースを設け、そのカリキュラム

を着実に実施しました。また、情報コミュニケーション学科についても、平成２７年度に

向けてコース制の導入の見直しを行ったところでございます。

社会貢献につきましては、専門的公開講座や地域ふれあいアート講座、地域巡回演奏会

など、芸術文化に触れる機会の少ない地域での活動に努めたところでございます。
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次に、平成２５年度決算でございます。経常収益は、運営費交付金収益５億１２２万７，

４５５円、授業料収益３億３，２１４万３，９０６円など合計９億９，３５１万６，７９

６円でございます。経常費用は、合計９億６，５８１万４，１７６円で、当期総利益は３，

５５１万２，２７８円となっております。

次に、問題点及び懸案事項でございますが、年少人口が減少する中、学生の確保が課題

となっております。また、県立美術館の開館に向け、芸術文化ゾーンとの連携も求められ

ているところです。そこで、きめ細かな高校訪問やカリキュラムの改編、さらには施設の

整備等により、大学の魅力を高めてまいります。

また、芸術文化ゾーンを学生の成果発表の場とするとともに、美術館関係者を大学での

講義に活用するなど、そういった連携を深めてまいります。

続きまして、次のページの報第１４号公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の平成２

５事業年度の業務実績に関する評価結果について、ご説明を申し上げます｡

県立芸術文化短期大学の評価については、地方独立行政法人法第２８条に基づき、大分

県地方独立行政法人評価委員会の評価を受けることになっております。評価には、全体評

価と項目別評価があり、項目別評価には大項目評価と小項目評価があります。資料には、

（１）に全体評価結果、（２）に大項目評価結果、そして（３）には大項目の評価理由を

記載しております。

評価結果ですが、まず（１）全体評価については、「全体として年度計画を順調に実施

している」という評価を受けております。

次に、（２）大項目評価の中の教育研究等の質の向上については、「特筆すべき」とい

うＳ評価を受けております。これは、コース制の見直しやオープンカレッジ、地域巡回演

奏会などの取り組み等が評価されたものです。

その他の各項目につきましては、それぞれ「計画どおり進んでいる」というＡ評価を受

けております。

髙橋芸術文化スポーツ振興課長 同じ資料の２ページをごらんください。

公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団でございます。

まず、２の県出資金でございます。４億４２９万２千円で、出資比率１００％となって

おります。

次に、３の事業内容ですが、平成２５年１０月に新たに大分県立美術館の指定管理者の

指定を受けまして、両施設を拠点として県民の幅広いニーズを踏まえた自主事業の実施や

県民の多様な文化活動の支援、地域との連携を行っております。さらには、開館記念企画

展の内容検討やショップ、カフェの業者選定などの美術館開館に向けた準備を進めてまい

りました。そのほかの事業につきましては、２の国際交流事業、３のスポーツの振興に関

する事業、４の会議などに対する施設提供や駐車場の運営などでございます。

次に、４の２５年度決算状況でございます。中ほどにあります当期一般正味味財産増減

額は、５，８５７万円の減額。下から３行目の当期指定正味財産増減額は、２，０４８万

８千円増額となっております。一般正味財産の減額の主な要因といたしましては、自主文

化事業や美術館開館準備、国際交流事業の実施などによる基金の取り崩しによるものでご

ざいます。

次に、５の問題点及び懸案事項とそれに対する６の対策及び処理状況でございます。
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１つは、大分県総合文化センターと県立美術館におきまして、県民の幅広いニーズに応

えられる多様な芸術文化事業の展開が必要となっております。これに対しては、オーケス

トラ演奏会など質の高い公演、またジュニアオーケストラの育成などに努めております。

２つ目は、円滑な施設運営と良質なサービスの安定的な提供が求められております。こ

れに対しては、利用者から要望や意見を聞くことによりニーズの把握に努め、臨時開館や

利用時間の前後の延長など柔軟に対応しておりまして、利用しやすい施設運営に努めてお

ります。

３つ目は、平成２７年４月２４日の県立美術館開館に向けた準備を進める必要がござい

ますけど、これに対しまして機運の醸成のための広報活動やショップ・カフェ業者の選定、

企画展に向けた美術品の借り入れ交渉など開館に向けた準備を実施しております。また、

平成２６年４月からは、県と財団の双方が事務局となりまして、大分県芸術文化友の会び

びを立ち上げておりまして、機運の醸成を進めるとともに、近隣の商店街と連携した事業

を行うなど芸術文化ゾーンを活用した社会的、経済的課題への対応に向けた取り組みを推

進しているところでございます。

飯田交通政策課長 第１６号報告大分高速鉄道保有株式会社の経営状況を説明する書類の

提出について、ご説明いたします。

議案書の１２０ページと、ただいまの資料の４ページでご説明いたします。

項目１の法人名及び代表者名ですが、代表取締役は二日市副知事です。

２の出資金でございますが、総額は２億３，７５０万円、そのうち８２．５％にあたる

１億９，６００万円を県が、残りの４，１５０万円をＪＲ九州が出資しております。

３の事業内容につきましては、平成１３年度から１５年度に実施した日豊本線大分－佐

伯間の高速化工事により取得した鉄道施設の管理と、その施設をＪＲ九州に貸し付ける事

業を行っております。

４の２５年度決算の状況でございますが、当期純利益は、マイナス５８７万１千円でご

ざいます。昨年度と比べますと、約２４７万円赤字幅が小さくなっております。

５の問題点及び懸案事項につきましては、特にございません。本団体は、平成４０年度

までの長期の事業スキームにより運営を行っており、現在、計画に沿ったものとなってお

ります。今後も、３カ月に１度開催される定例取締役会で報告を受けながら、適切に指導

監督を行ってまいります。

続きまして、第１７号報告大分航空ターミナル株式会社の経営状況を説明する書類の提

出についてご説明いたします。

議案書の１２６ページ、同じようにこのブルーの冊子の５ページでご説明いたします。

項目１の法人名及び代表者名ですが、代表取締役は奥塚正典です。

２の出資金でございますが、４億９，５００万円で、そのうち２８．８％に当たる１億

４，２５０万円を県が出資しております。

３の事業内容については、大分空港の旅客・貨物ターミナルビルを利用する航空会社や

旅客等に対する施設、設備、サービスの提供を主に行っております。平成２５年度は、２

４年度を初年度とする中期経営計画に基づきまして、３つのことに重点で取り組みました。

１つ目は、安全・安心・快適なサービスを提供する空港づくりとして、旅客ビル西側の大

屋根ひさしの改修や、空港内職員を対象としたおもてなし研修等を実施いたしました。２
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つ目は、子どもから高齢者まで誰もが訪れたくなる空港づくりとして、夏祭り、空のイベ

ント、ロビーコンサートの開催などを行いました。３つ目は、大分の魅力、情報発信の拠

点としての空港づくりとして、「おんせん県おおいた」関連のオブジェの設置やＣＭ放映

等により県内観光のＰＲを実施いたしました。

４の２５年度の決算の状況でございますが、中ほどに下線を引いておりますが、当期純

利益は２億６４８万３千円の黒字となっております。また、２５年度は目標を上回る経常

利益を確保できたため、平成２２年度以来、３期ぶりに１株１０円の配当を実施しており

ます。

それから、５の問題点及び懸案事項及び次のページの６の対策及び処理状況ですが、今

後とも収益力の強化や財務基盤の強化に向けて売店やレストランの店舗の魅力向上や、空

港利用者の増加に向け、情報発信の強化などに取り組むとともに、人件費の抑制などコス

トの削減に引き続き努めてまいります。また、地方空港をめぐる空港経営改革の流れが本

格化してきたことから、先行空港の動きなど情報収集に努め、将来の大分空港に適した管

理形態を検討してまいります。

以上でございます。

吉岡委員長 ただいま説明のありました関係法人に関する報告について、ご質疑はござい

ませんか。

阿部委員 ちょっと２点ほどお願いをしたいんですが、まず、ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化セ

ンターですね。それぞれのグランシアタから音の泉からそういうホールから、いろいろ部

屋がありますね。年間どれだけ稼働しているのか。これは余り我々に示されたことないん

ですが、もしそういう一覧があればですね。例えば、私が言わんとするのは、音の泉は非

常にいろんな関係で、ちょうど手ごろで、我々も関係をすることが多いんですけど、グラ

ンシアタになりますと、いつどこで使われているのかなと。外を通っていても、がらんと

しているときが多いんじゃないかなという感じがするんですが、やはりそういう施設とい

うのは休みも必要でしょうけれども、できるだけ有効活用する、回転していただくことの

ほうがいいわけですから、そのためにつくっているんで、年間どういうような回転をして

いるか、また地下の各部屋がいろんな方々の練習会場とかいろいろ使われていると思うん

ですが、もしそういう一覧があれば提出していただきたいなということで、概略でも結構

ですので、そういう一覧が欲しいなと。

それと、もう１点、大分空港のターミナル。せっかくの機会ですから、私が感じたとこ

ろでちょっと申させていただきたいんですけど、今はよくなっていると思うんですが、実

は数カ月前にあそこの２階にすし屋さんがあったんです。ところが、すし屋さんがどうい

うことかで閉めちゃったんですよ。あるとき行ってみたらずっと閉まっているんですよね。

やはり大分空港というのは大事な玄関口なんで、収支率がどうこうと言う前に、大分県の

大きな大事な玄関口という位置づけで、それぞれ総務部長、各幹部の方々が出向されてい

る──出向じゃなくて、後で就職されていると思うんでね。それは今後どうなるのと、い

つまであそこを閉めているのということで、私がじかに電話をして聞いてみたんです。そ

したら、「いや、そんなことはわかりません。いつどうなるかわかりません」と、何か総

務部長か誰かが出まして、私は「あんた、総務部長だろう。そんな返事はないだろう」と

言ったんですけどね、非常に危機感がない。全体にないのか、その人だけがないのか、や
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はりそういう幹部の方がないということはそれを代表しているわけですから、後で奥塚さ

ん──その当時はいなかったんで、奥塚さんには言っておいたんだけど、その後、こうい

う関係した人が後を継いでやりますという話だけは受けたんですが、やはりああいうとこ

ろはすぐさまどんどんとやっていく、そういう非常に柔軟な回転がきくから民間であるん

だからね。そこのところは私の意見として申し上げさせていただきたいなというふうに思

いますので、またそういう機会があれば県のほうからも言っておいてください。やはり職

員に危機感がなければ、何ぼ施設をよくしたって窓口できませんよ。水族館みたいにして

いますけれども、やはりああいうのも時には変えていくぐらいのこともなければ。なった

ときはいいですよ、何かうみたまごの出先機関みたいで。ところが、ずっといつまでたっ

ても同じものがあるというのはね、そういうところも指摘をさせていただきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。

吉岡委員長 今の阿部委員のご質疑に対しての答弁はいかがですか。

土谷芸術文化スポーツ局長 ｉｉｃｈｉｋｏホールの分ですけれども、大きいホールの分

だけ申し上げますと、ｉｉｃｈｉｋｏのグランシアタのほうですね、委員ご心配いただい

ている施設の分の利用率が、昨年度ですけれども８４．３％、音の泉が８７％、両方で平

均で８５．７％ということで、昨年目標は８３．５％という数字を掲げておりましたので、

そちらのほうはおよそクリアをできている状況です。練習室等もあるんですけれども、練

習室については９２．３％ということなんですが、低いと言いましたのは１００人規模の

映像小ホールといいまして、あそこが４５．４％ということで、ここは若干苦戦しており

ますけれども。それと会議室が６０．９％というような数値になっております。

阿部委員 １００としたときに、１００％というのは３６５日、３６５回という意味です

か。

土谷芸術文化スポーツ局長 稼働日数の中でどれだけかということを考えておりますので。

阿部委員 私が知りたいのは、要するに１年間のうちにどれだけそこを開かれて、使われ

ているのという、その日数を聞きたいんです。例えば、催しにおいては２日間かかります

よとか、準備にかかりますよとか、外から見ても使われていないような形態であるような

こともあるでしょうから、その１年間の期間で何回の使用をされているかという点です。

土谷芸術文化スポーツ局長 ホールのほうを申し上げますけど、グランシアタのほうは利

用可能日というのが２４９日ございます。そのうちの正式利用ということでいただいてい

る分が２１０日ということになります。ですから、前押さえとリハーサルというのはちょ

っと数値的に押さえかねるんですけれども、そういう数値です。

音の泉のほうは２６９日に対して２３４日というような、利用可能件数２６９に対して

利用件数は２３４件という押さえ方になっていますね。

阿部委員 そうですか。一覧があるんですね。

土谷芸術文化スポーツ局長 あります。お届けをさせていただきます。

濱田副委員長 芸術文化短期大学、これは美術館もできることでありますし、県立でこう

いう大学があるというのは非常にいいことだというふうに思います。それで、例えば、九

州の８県で県立でこういう系統の大学があるんでしょうか。

それと、以前、総務企画委員会の所管事務調査で行ったときに説明を受けたんですが、

県外の学生と県内の学生の比率、そして授業料にたしか幾らか差があったじゃなかったか
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なというふうに思っておるんですが、もう１回確認のためにちょっとお聞きをしたいと思

います。

中島政策企画課長 九州８県でのというお話でございましたけれども、公立の芸術系の短

期大学というのは全国でここだけということです。

濱田副委員長 静岡のほう、静岡県立、何かあったような気がしたんですけど。

中島政策企画課長 公立の芸術系短期大学という位置づけではここだけということであり

ます。

それから、県外と県内比率でありますけれども、平成２６年度の在学生では、県内比率

が５６％、県外比率は４４％となっておりす。

それから、授業料ですけれども、済みませんがちょっと手元に資料がございませんので、

また後ほどでよろしいでしょうか。

濱田副委員長 よろしいです。

中島政策企画課長 以上でございます。

濱田副委員長 もう１つ、就職ですね。県内のこの生徒の卒業生の就職率はどんなもんで

すか。

中島政策企画課長 平成２５年度の卒業生、学科生全体の就職率は８９％となっておりま

す。

濱田副委員長 県内就職の状況はどうですか。

中島政策企画課長 この中で、県内就職でありますけれども、就職者全体の県内外は、県

内が６５％、県外が３５％というような形であります。

それから、学費のほうでございますけれども、授業料は３９万円になっています。県内

生と県外生につきましては、入学金で差がございまして、県内生は１６万９，２００円、

県外生が２８万２千円というふうになっております。

濱田副委員長 どこも高校生が非常に少なくなっておりますので、今後、県外の入学生に

頼る、こういうことも定員をちゃんと確保するためには必要になってくるんじゃないかな

というふうに思いますので、例えば、県外の、できたら九州内なら九州内でもいわゆるＰ

Ｒ活動ですね、こういうものももうそろそろやっておかないと、何とか３千万円ぐらい利

益が出ておりますけれども、これは大学も当然入学生が総数としてどんどん減ってきてお

りますので、十分備えをする必要があるんじゃないかなというふうに思っております。

中島政策企画課長 そういうところも含めて、今、私ども一生懸命やっておりますけれど

も、まず、広報も大事と考えておりますけれども、それともう１つ、やはり魅力ある大学

づくりということで、先ほど申し上げましたけれども、国際総合学科のほうはコース制導

入などいたしまして、一時は志願者数は落ちておりましたが、それによってだいぶ盛り返

してきたというところもありますので、そういった面で引き続き魅力ある大学づくりとい

うところをやっていきたいというふうに思います。

田中委員 ちょっと関連します。定員率はどれぐらい、今、充足しているんですか。

中島政策企画課長 定員率ですけど、ちょっと、今、細かい数字を探しておりますけど、

大体おおむね１２０％ぐらいというところであります。

田中委員 非常に経営、運営がうまくいって黒字も出すような、これは立派なことで何の

遜色もないんですけど、一方、これから学生数が減る中で、私学の大学、短大もあるわけ
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ですね。その辺のバランスも少し考えてやらんと、今、数だけでも１３０人ぐらいオーバ

ーしとるんじゃないですかね。数としても何か定員から見ても百何十人オーバーしとって、

私学の経営を圧迫しとるんだという声も私学からも聞こえてくるんですよ。だから、高校

の場合は公私間比率といって割合のあれを持っていますけど、私学、大学の場合はそうい

うのはないんでしょうけど、お互い共存していくために、それは月々の月謝も安いし、メ

リットも大変あるんでしょうけど、やっぱり全体的なバランスも考えてやらないかんとい

うことを含めて、今後の課題じゃないかと思っています。学生をきちっと定員だけ確保す

ることは基本的に大事なんですけど、ちょっとそこら辺を含めてね、経営、経営ばかり走

って一人勝ちばっかりしとっても、県内の大学が潰れたとか私学が潰れたとかならんよう

に、そこはバランスよくやっていただきたいというのが希望ですのでよろしく配慮してく

ださい。

吉岡委員長 先ほど阿部委員のほうから航空ターミナルについてのご意見、おすし屋さん

の件もあります。執行部の答弁があればお願いします。

阿部観光・地域局長 まず、空港のすし店、海甲の件ですが、これは委員もご案内だと思

いますけれども、お弟子さんがあの後、新たに店をリニューアルして出しております。店

の名前は少し変わっておりますけれども、営業しております。

航空ターミナルの対応でございますけど、まさに県の玄関口として、空の玄関口として

ふさわしくない対応であり、空港が空港利用者だけでなく、全てのお客様が利用する場と

して、今後ますます魅力を高めていかなければあの空港は生き残っていけないというよう

な危機意識を我々は持っておりますし、航空ターミナルのほうにも同じような意識を持っ

てもらうように奥塚社長のほうにも申し伝えておきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

吉岡委員長 じゃ、しっかり取り組んでいただきますようお願いします。ほかによろしい

ですね。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ほかにご質疑もないようでございますので、執行部は、引き続き報第４１号

の説明を行ってください。

中島政策企画課長 お手元の資料、大分県長期総合計画の実施状況についてをごらんくだ

さい。

これは条例に基づいて毎年報告しているものでございます。大分県長期総合計画「安心

・活力・発展プラン２００５」は、２０政策、５７施策から構成されておりまして、この

報告も５７施策ごとに評価を行っているものでございます。

まず、１ページをお開きください。

指標による評価や指標以外の観点からの評価、それから施策に対する意見・提言による

総合評価の結果を記載してございます。

取り組みの進捗状況につきましては、ＡからＤの４段階での評価としておりますが、全

５７施策のうち、Ａ評価及びＢ評価は５５施策、全体の９６．５％となっています。また、

Ｃ評価は２施策となっております。

１ページめくっていただいて、２ページをお開きいただきたいと思います。

目標指標の達成状況についてですが、１番上の表にございますように、「達成」から
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「著しく不十分」までの４段階の区分としております。

１９２指標のうち、「達成」と「概ね達成」は、表の上から３行目にございますように

１５６指標、全体の８１．３％となっております。また、「達成不十分」は２６指標、そ

れから「著しく不十分」は１０指標となっています。

なお、参考資料として、１番最後をちょっと見ていただければと思います。１６５ペー

ジあたりから以降に、政策・施策ごとに目標値に対する達成度を一目でわかるようレーダ

ーチャート方式で示してございますので、後ほどごらんいただければと思います。

続きまして、企画振興部所管の施策と総合評価についてご説明をしたいと思います。

ちょっとまた戻っていただいて恐縮なんですけれども、３ページをごらんください。３

ページの一覧表でございます。

安心分野では、政策欄の８、地域の底力の向上にある２つの施策ともＡ評価となってお

ります。

それから、次のページをお開きください。

活力分野では、政策欄３、ツーリズムの展開の１つの施策、それから政策欄４、元気あ

ふれる地域づくりの推進の施策の２つの施策は全てＡ評価となっております。それから、

政策欄５、海外戦略の推進の施策、（１）アジアに開かれた飛躍する県づくりはＢ評価、

それから、（２）国際人材の育成は残念ながらＣ評価でございました。

さらに、その次の５ページ、発展分野でございますけれども、政策欄１、教育の再生の

ところでございますが、施策（４）地域に根ざした大学等高等教育の推進、それから政策

欄２、芸術・文化の興隆とスポーツの振興の施策、（１）県民文化の創造、それから政策

欄４、交通ネットワークの充実と地域交通対策の推進の施策の（１）の広域交通網整備推

進と（２）の地域生活交通システムの形成は全てＡ評価でございました。

以上が企画振興部に関係する１１の施策の総合評価でございます。プラン２００５の目

標指標の達成に向けて取り組みを進めているところでございますが、それぞれの指標につ

きまして、成果が上がっている指標、それから、逆に厳しい達成状況となった指標につい

て主なものをご説明をしたいと思います。

まず初めに、成果の上がっている指標について３点、ご説明をいたします。

ちょっと飛びますけど、１０２ページを開いていただければと思います。

施策名は観光と地域づくりを一体とするツーリズムの推進でございます。目標指標の１

番目、県内宿泊客数は平成２５年度の目標の５１０万人に対しまして、実績は５２２万２，

２９０人で、達成率は１０２．４％を達成しております。

それから、続きまして１３６ページであります。

施策名、県民文化の創造で、目標指標欄の３番目の大分県芸術文化振興会議が選定した

芸術文化事業等の鑑賞児童生徒数の指標でございますけれども、２５年度の目標の１万１，

４８０人に対しまして、実績は１万５，７６１人で、達成率は１３７．３％となっており

ます。

続きまして、１５０ページであります。

施策名、広域交通網の整備推進であります。目標指標の３番目に掲げております大分空

港の利用者数は、２５年度目標の１４０万人に対しまして、実績は１７１万９千人で、達

成率は１２２．８％となっております。これはジェットスタージャパンの成田線の新規就
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航や羽田線、伊丹線の増便等々によるものでございます。

以上、成果の上がっている指標３つを選んでご説明をさせていただきました。

次に、厳しい達成状況となった指標を２つ、ご説明をいたしたいと思います。

またちょっと戻っていただいて、６４ページであります。

施策名、小規模集落の維持・活性化でございますが、目標指標欄の４番目、上から４つ

目、集落支援員・地域おこし協力隊設置市町村数は、２５年度の目標１２市町村に対しま

して、実績は１０市町村で、達成率は８３．３％となっております。これは知事や市町村

をメンバーとする小規模集落対策本部会議などで要請は行っておりましたけれども、新た

に設置する市町村があらわれなかったというものでございます。今年度はそうした未設置

市町村に直接出向きまして、改めて制度や活用方法について説明を行っております。津久

見市、杵築市、姫島村、玖珠町、九重町などが導入について検討するなど、設置に向けた

取り組みを進めているところであります。

続きまして、１１２ページをお開きください。

施策名はアジアに開かれた飛躍する県づくりでございます。目標指標欄の２番目、留学

生の県内企業への就職者数が２５年度の目標の４２人に対しまして、実績は３６人、達成

率は８５．７％でございました。これは首都圏等における企業の留学生採用意欲が高まっ

たこと、それから出身国、地域の給与水準向上による帰国者の増加などによりまして、就

職者数が伸びなかったものでございます。今後は県北、県南で留学生と地場企業との交流

会を実施するなどニーズの掘り起こしを行ってまいりたいと思います。

以上でございます。

吉岡委員長 ありがとうございました。ただいまの長期総合計画の実施状況に関する報告

について、ご質疑はございませんか。

濱田副委員長 ５ページの芸術・文化振興、スポーツ、これは県民スポーツの振興が「著

しく不十分」、Ｃということですが、あしたから県民体育大会もありますし、いわゆるこ

の数字をとる基準ですね。基準が、例えば、オリンピック選手を出すとか、あるいは国体

で総合的に何位になるとか、そういう１つの指標に基づいてＣランクというふうになって

おるのか、何かその辺のすっきりした評価をする基準はどんなふうになっているのか。

中島政策企画課長 県民スポーツの振興につきましては、１４０ページをお開きいただき

たいと思います。

「著しく不十分」という評価につきましては、先ほどご説明しました目標指標のところ

をごらんになっていただきたいんですけれども、県民スポーツの振興については、この４

つの目標指標で達成度を計っております。１から４を見ていただきたいんですけど、２５

年度のそれぞれ達成度、２５年度、Ａ分のＢと書いてあるんだけど、上からいきますと７

８．２％、６８．６％、７９．２％、８０．４％ということでございまして、その下、指

標による評価にございますとおり、いずれも「著しく不十分」、あるいは「達成不十分」、

１番下が「達成不十分」となってございます。そうしたところから、こういった４つの指

標をもとに、先ほど申し上げたような「著しく不十分」の──済みません、指標による評

価が１４０ページで行いまして、それに客観評価を１４１ページのほうで加えております。

それが１４１ページの左上のところ、指標以外の観点からの評価を加えまして、そして最

終的な評価、そして１番下、総合評価のＣ評価、こういうような評価をいたしております。
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目標指標による評価を１４１ページのほうに記載しておりますが、それに加えて、１４１

ページの左上の客観評価、最終的な総合評価というような形になっております。

濱田副委員長 あしたから県体ですけれども、各市郡で結団式、そういうものが行われて、

我々玖珠郡では約５００名、四百九十何名だったと思いますけれども、出場の表彰等で５

０回とか３０回とかあるんですね。１０年とかもありますけれども、余りに長い、例えば、

スポーツの種類によりますけれども、５０年とか、あるいは３０年以上というのは、そこ

でいわゆる新陳代謝、もっと広く参加を呼びかける、どこかで交代せんと、逆に大変立派

やけども、いけないんじゃないかなということをよう感じるんですよ。

恐らくどこも３０、４０回出場、５０回出場というのは表彰が毎年あっています。だけ

ど、やはり広く県民にスポーツ大会に参加していただくにはある程度ですね、本当に予選

なんかほとんどありませんからね。恐らく各市町村もそうだと思うんですけれども、１回

なったらずっと県体選手で行けるんです。だから、その辺の何かの一定基準を、いわゆる

県民体育大会でありますから、主催する県が考えていく必要があるんじゃないかなという

ふうに思いますけれども、どう思いますか。

日髙企画振興部長 済みません、県体は基本的に教育庁のほうで所管しておりますので、

なかなか誰も答えにくいと思いますので、私のほうから答えさせてもらいます。

まず、県民の健康づくりが大変大事ですし、そういう意味でも、県民の励みになるため

にも県体というのは非常にいい目標になっていると思います。

また、国体という次の大きな県としての目標もありますので、個々の選手育成という意

味でも大きな要素があると思います。

委員が言われたように、それが新陳代謝を繰り返して、いつも活性化していくというこ

とは大変そういう活力を生み出すと思いますので、そういう意見があったことをぜひ私ど

ものほうから教育庁のほうに伝えたいと思っております。

吉岡委員長 お伝えください。お願いします。ほかにご質疑はございませんか。

濱田副委員長 決して出るなというんじゃないですよ。立派ですよ、選手として何十年も

やるというのは。ただ、やっぱり少し変わる要素というのがないといけないんじゃないか

なと、そういうふうに思うので。（「監督、コーチやろう。それはずっと」と言う者あ

り）もちろんそうやけどね、やっぱり選手でおるんじゃない。

吉岡委員長 じゃ、ほかにご質疑。酒井委員よろしいですか。

酒井委員 いいばい。

吉岡委員長 ほかにご質疑もないようでございますので、以上で、法令に基づく報告を終

わります。

執行部から、その他の報告の申し出がありますので、これを許します。

まず、県の出資比率が２５％未満等の法人の経営状況について、説明を行ってください。

細川観光・地域振興課長 観光・地域振興課所管の県出資法人の経営状況についてご説明

いたします。

県出資法人等の経営状況報告概要書の３ページをお開きください。

公益社団法人ツーリズムおおいたでございます。

当法人は、本県の観光事業・産業の発展・振興及び地域活性化を図るため、ツーリズム

戦略に基づき、県内各地域の観光素材の磨き、国内外の観光客の誘客や情報発信等を実施
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しております。県出資金はございません。

２５年度の決算状況は、４，８７６万３千円の黒字ですが、ＭＩＣＥ基金残高４，８０

０万３千円を除く７６万円が実質的な黒字額です。

２６年度は、「いやします。ひやします。おんせん県おおいたデスティネーションキャ

ンペーン」の全国宣伝販売促進会議や商品造成の促進、情報発信、ＭＩＣＥ誘致等の幅広

い観光事業に取り組んでいます。

次に、３３ページをお開きください。株式会社別府交通センターでございます。

当法人は、別府国際観光港前のバスターミナルの運営、管理業務を行っており、附帯事

業として、食堂の経営、土産品等の販売を行っております。

県の出資金は３，９００万円であり、出資比率は２１．７％であります。

２５年度は１，４４６万３千円の利益を上げており、過去３年間を見ましても、毎年１

千万円以上の黒字となっております。累積損失は７，４３５万３千円ございますが、順調

に減少しております。

次に、３４ページをごらんください。株式会社サン・グリーン宇佐でございます。

当法人は、かんぽの郷宇佐の経営を行っております。

県出資金は３７０万円であり、出資比率は１２．３％であります。

２５年度は、１，２３５万７千円の利益を上げております。

８，１２３万４千円の累積損失により、５，１２３万４千円の債務超過となっておりま

すが、２４年度に策定した経営改善計画を着実に実行したことにより、収益を大幅に改善

し、２５年度は単年度の黒字化を達成しております。

以上で観光・地域振興課の説明を終わります。

髙橋芸術文化スポーツ振興課長 続きまして、株式会社大分フットボールクラブの経営状

況についてご報告いたします。

同じ資料の３５ページをお開きください。

まず、４の２５年度の決算状況の欄をごらんください。損益計算書と貸借対照表を記載

してございます。同社の会計年度は２月から翌年１月となっておりますので、数値は平成

２６年１月末現在のものとなります。

平成２５年度決算は、６の欄にございます対策及び処理状況の１にもありますように、

収入の確保や経費の削減などの経営努力によりまして、Ｊ１の昇格支援金の一部を含み２

億２，１２０万円の当期純利益を計上しており、４期連続で１億円以上の黒字となってお

ります。これによりまして、平成２５年度末の債務超過額は、貸借対照表の純資産の額の

とおり３億６，４７８万５千円でございます。

同社のここ数年の経営上の懸案事項につきましては、ご案内のとおりＪリーグクラブラ

イセンスの維持ということがございましたけども、それは２７年１月末までにこの債務超

過を解消するというのが条件となっておりました。このため同社では、６のところでござ

います。２番でございますが、本年３月に企業再生ファンドの活用、それから本年５月に

は経済界及び行政からの出資による増資を得まして、債務超過を解消したところでござい

ます。

なお、現在の資本金については２にございますように「県出資金、出資比率、資本金等

の総額」欄にもありますように、８，０５１万９千円となっていまして、そのうち、県は、
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本年５月の出資によりまして１千万円を出資しておりますので、出資比率は１２．４％と

なっています。

県としましては、同社に対しまして引き続き経営努力を求めていくとともに、同社の経

営状況について引き続き注視してまいりたいと考えています。

以上でございます。

飯田交通政策課長 交通政策課が所管する団体についてご説明いたします。

資料の３６ページをお願いします。

一般財団法人大分県自動車会議所でございます。

２の出資金でございますが、総額は２４５万円、そのうち２０．４％に当たる５０万円

を県が出資しております。

３の事業内容につきましては、大分市大津町にあります交通会館の経営及び維持を主に

行っており、その他、交通安全事業の促進及び協力や自動車に関する調査研究及び普及宣

伝、事業者間の連絡協調、意見の公表及び国や県に対する要望活動などを行っております。

４の２５年度決算状況でございますが、当期正味財産増減額は１０９万９千円の増とな

っております。

５の問題点及び懸案事項につきましては、特にございませんが、平成２４年度に大分交

通会館の外壁、エレベーターと空調などの大規模改修を実施したところであり、今後とも

会館の維持及び適正な運営を引き続き行うこととしております。

吉岡委員長 ただいまの５件の報告について、ご質疑はございませんか。

阿部委員 ツーリズムおおいたですね、県は観光というものには物すごく力を入れて、こ

れからもどんどん推進していくでしょうからね。県出資がゼロというのは、これはゼロで

いいのか、もうこういうところには出資ができないのか、それとも県の施策とツーリズム

おおいたという、そういう団体との間合いをある程度置いておかなきゃならないのか、こ

このところはどうなんですかね。ちょっと教えてもらえないですか。

細川観光・地域振興課長 この団体は、公益社団法人という形をとっております。社団法

人というのは会員制で運営しているということで、県下各地の観光協会、それから実際の

事業者、こういう団体のお金、負担金をいただきながら運営しているということで、県内

全体が一体となって運営をするという形態をとっておりますので、県からは人員を３名派

遣をしております。そういう関係で、今回ご報告をしているということでございます。県

のほうは人的な支援をしているという形になっております。

阿部観光・地域局長 追加で説明させていただきます。ツーリズムおおいたと県との関係

は両輪の関係というふうに見ていただいて結構でございます。今、課長が申し上げました

人の関係だけではなくて、ツーリズムおおいたは委託料を２億円強受け入れていますが、

このかなりの部分を県からの委託料という形にしております。したがいまして、観光戦略

……

阿部委員 例えば。

阿部観光・地域局長 例えば、今回のデスティネーションキャンペーン、これにつきまし

てもデスティネーションキャンペーン事務局をツーリズムおおいたの中に置きました。そ

こで県の負担金、それから市町村の負担金で運営しているというのもございます。それか

ら、国内外の誘客関係でのキャンペーン事業、こういったものも県からの委託料という形
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でかなりのものを、大半と言っていいかと思いますが、賄っております。

我々が政策企画をする。もちろん民間の意見を含みながら政策企画をする。そして、ツ

ーリズムおおいたと連携してそれを実施するという形でやっておりますので、まさに一心

同体というのが県とツーリズムとの関係というふうに見ていただければと思います。

阿部委員 我々も県内所管事務調査でビーコンにあるツーリズムおおいたを訪問して、意

見交換もやらせていただいたので、県の人員の派遣とか、そういうのも聞いていますし、

ＤＣの担当も伺っているんですが、そういうことになれば、例えば、前は別府駅にありま

したよね。その別府駅にあったのが、今、ビーコンのほうに移っていますね。それはやは

り移るとかそういう事柄に対しては、ツーリズムおおいたそのものが要するにいろんな状

況の中で移りますよと。これは両輪であるならば、県と協議の上であそこに移っておると

いうふうに理解していいのかな。

阿部観光・地域局長 ツーリズムおおいたの理事会、その前の幹事会等には課長も私も出

席して協議を行います。もちろん事務レベルでも協議を行ってございます。ビーコンのほ

うに移ったのは、ツーリズムおおいたの体制をかつての少人数でやっているだけではもう

これは無理だということで、今は先ほど申し上げた県が３名、それから市町村から３名、

それから民間からも４名出ていただいて、その他緊急雇用等で、今、１８名から２０名の

体制で動いていますので、どうしても別府駅では手狭ということでビーコンの中に移した

と。これについても全て私どもと協議をさせていただいた上で動いているというところで

ございます。

阿部委員 わかりました。

吉岡委員長 ほかにはご質疑ございませんでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ほかにご質疑もないようですので、執行部はその他の報告を続けてください。

髙橋芸術文化スポーツ振興課長 それでは、総務企画委員会資料のほうの３ページをお開

きください。

国際スポーツ大会事業推進班の設置につきましてご説明をさせていただきます。

８月１日付で組織改正が行われております。今後、２０２０年東京オリンピック・パラ

リンピックや２０１９年ラグビーワールドカップ日本大会など、国際的なスポーツ大会の

日本開催が予定をされております。本県といたしましては、まずはこれらの国際スポーツ

大会について情報収集を進めるとともに、県として、国際スポーツ大会やその事前キャン

プを地域の活性化につなげるため、芸術文化スポーツ振興課内に参事ポストを設けるとと

もに、国際スポーツ大会事業推進班を新設いたしました。

続きまして、４ページをお開きください。

今議会の一般質問にもございましたが、ラグビーワールドカップ２０１９についてご説

明をいたします。

大会の概要でございますけれども、開催時期は２０１９年９月から１０月にかけて開催

される予定となっておりまして、参加チームは２０チーム、予選を５チームごとの４プー

ルに分かれて戦いまして、各プール２チームが決勝トーナメントに進みます。試合会場と

いたしまして１０から１２の会場が予定されております。試合カテゴリーという表がござ

いますけれども、仮に、本県が立候補した場合は、大分銀行ドームは約４万人収容できま
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すので、カテゴリーＡに分類されると思われます。

次に、大会の特徴につきましては、アジアで初、また、ラグビー伝統国以外で初となる

ワールドカップの開催となります。

次に、今後のスケジュールについてですが、１０月３１日が開催希望申請書の提出期限

となっております。その後、立候補した自治体に対しまして、ラグビーワールドカップ組

織委員会からの視察が予定されており、それを踏まえて来年の３月に開催地が決定をいた

します。

最後に、今議会での知事の答弁にもありましたように、開催に当たっては課題が幾つか

ございます。試合の運営に必要な開催地の組織委員会を設置する必要がございます。また、

今回、スタジアムの建設費は生じませんけれども、想定される費用といたしましては、芝

生の拡張費、ラグビーはサッカーよりもゴールの後ろと、それからサイドラインの横の芝

生が多く必要となりますので、その拡張する経費が必要になります。また、メディアセン

ター、各国からかなり多くの記者が参りますので、メディアセンターなどの仮設工事が必

要となります。

それに関係経費として、サッカーワールドカップのときと同様に、警備費用、それから

輸送費用、また医療や救護、ボランティアに関する経費などが予想されます。

また、工事や試合がＪリーグ開催期間と重複しますので、一定期間、Ｊリーグの試合が

できなくなることが想定されます。そこで、ラグビーワールドカップ組織委員会がＪリー

グに対しまして、そういった際の協力要請をしているところでございます。

なお、立候補ということになりましたら、また激しい誘致競争が始まることになろうか

と思いますので、その際は議員の先生方にもお力をおかしいただければというふうに考え

ております。

以上でございます。

佐藤県立美術館推進室長 美術館の進捗状況について、ご報告します。

同じ資料の５ページをお開きください。

９月２日現在の写真でございます。

１０月末の美術館の完成に向けて、予定どおり工事は進んでおります。外の足場もとれ、

全容がほぼごらんいただけるようになりました。現在は、床や塗装などの内装工事を行う

とともに、外構工事にも着手しています。

次のページをお開きください。６ページでございます。

１１月に建物の引き渡しを受けますので、美術館竣工記念としてＯＰＡＭ誕生祭を盛大

に行いたいと考えています。期間は１１月２３日から３０日、初日の２３日には、竣工記

念式典を予定しています。議員の皆さんにもご案内いたしますので、是非ご出席のほどよ

ろしくお願いします。期間中のイベントは資料のとおりでございます。

右側をごらんください。美術館の開館日ですが、平成２７年４月２４日と決定しました。

現在、新見館長を中心に開館記念展の準備を進めているところでございます。ご期待いた

だきたいと思います。

細川観光・地域振興課長 次に、資料の７ペ－ジをお開きください。

韓国のソウル特別市での大分県観光プロモーションについてご報告を申し上げます。

８月２１日から２２日にかけまして、韓国の首都ソウルにおいて、現地の旅行関係者等
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に対して、本県の観光資源の魅力等を直接売り込む官民一体となった「大分県観光プロモ

ーション」を実施しました。これは、今年２月の「釜山プロモーション」に続くもので、

韓国では２回目、ソウルでは初めてのものです。

本県外国人観光客の中では、韓国からの観光客数が最も多く、過半数を占めております。

平成２３年の東日本大震災の発生後、観光客数は一時大きく落ち込みましたが、平成２４

年、２５年と増加傾向にありました。しかし、平成２６年に入り、日韓関係や大型旅客船

の事故によりまして団体客を中心とした減少が続いております。韓国からの観光客を呼び

戻す必要があります。

今回のプロモーションには、県内の観光行政関係者、民間の観光事業者など３３団体、

５１人が参加しました。

プロモーションの内容ですが、２１日には韓国の旅行社等を招待いたしまして商談会及

びレセプションを行いました。２２日に現地主要旅行会社を訪問して、大分県のＰＲをい

たしました。商談会では、大分県側が３３のブースを出展し、来場者に対して本県の魅力

を存分にＰＲしていただきました。韓国側からは、１２０名を超える旅行社等に参加いた

だきまして、大変にぎわいました。レセプションでは、大分県の最新の観光素材を紹介す

るとともに、地域ごとのＰＲタイムを設け、大分県への理解を深めていただきました。

翌日２２日は、大手旅行会社の日本本部長などを訪問いたしまして、韓国の旅行需要動

向などの意見交換をしました。

今回の商談会を通じて、早速９月から参加施設にツアー客が立ち寄ったり、かつての連

携先との回復のめどがついた、という声が届いております。具体的な事業効果があらわれ

始めていると考えております。

日髙企画振興部長 済みません、資料は用意しておりませんでしたが、きょう、急に動き

がありましたので、１つご紹介させていただきます。

４月４日から運休をしてまいりました大韓航空のソウル線につきまして、きょう大韓航

空側から私どものほうに連絡がございました。その内容は、来年の１月２日から運航再開

するという連絡でございます。来年１月２日から週２便という形で運航する形になってお

ります。先ほど報告いたしましたティーウェイ航空は、９月２４日からは２便、それから

１０月２６日からは週４便という体制がスタートします。この４便の日程と大韓航空が、

今、予定している日程は日が重なりませんので、週７日のうちの６日、大分からの便がで

きるという形になります。

とはいえ、今までなかった便が一挙にふえる形になりますので、先ほどご懸念いただい

たようなことも大変心配な状況ではあるんですけれども、せっかくの機会ですので、私ど

もとしては、一生懸命、支援に取り組んでまいりたいと考えております。

吉岡委員長 以上でその他の報告は終わりました。ただいまの４件の報告について、ご質

疑はございませんか。

濱田副委員長 以前、ソウル便ですね、これ逆に向こうから来るんじゃなくて、大分から

あれは５人が１組で、６千円か何か補助を出していました。あれは大体延べといいますか、

年間どのくらい利用があったんですか。

飯田交通政策課長 今、グループは２人以上のものに対して片道２千円、両便使うと４千

円ということにしております。近年の使用状況はちょっと今手元にないので、後ほどご報
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告いたしたいと思いますが、予算が５００万円だったと思います。

濱田副委員長 往復で４千円。

飯田交通政策課長 往復４千円です。

濱田副委員長 わかりました。後で数字だけ。

阿部委員 土谷局長、前に言ってたように開館日、これは状況説明だけでいいんですけど

ね、先般もお話しさせていただいたんですが、来年の４月、この日の設定ですね、ちょう

ど市長選の真っただ中なんですよね。大分市ですよ、ほかの市町村は別にしてですね。

大分市は、美術館がありながら、県立美術館でどうだこうだという議論がまずこの美術

館のときにあったわけですよね。そういうところもやはり大分市美術館とすみ分けをして

ですね、今度のこれは館長並びに学芸員との連携は密にとりながらすみ分けをしてやって

いきますというようなところからスタートしていると思うんですよね。

当然、二十何日というのは知事選は済んでいますけどね、知事選の真っ最中にこの日に

ちは設定しないと思うんですよね。ところが、この日にちを、多分まだ確定じゃないでし

ょうけど、４月２４日というのは大分市の市長選挙の真っただ中だと思うんですよ。無競

争ならいいでしょうけどね。そうなってきますと、大分市で開館の式典をやるのに市長不

在ということもあり得るわけですから、やはりそういう意味合いで大分市と大分県が仲悪

いんじゃないかとかよく言われるでしょう。しょっちゅうそういう話があるんです。職員

が仲悪いんじゃなくて、首長同士が仲悪いとかよく言われるんでね、そのときそういう言

葉が背景にありながら、あえてなおかつこれ。大分市とはどういう話、「大分市としては

いいですよ」と軽く返事が来ているのかな。

土谷芸術文化スポーツ局長 まず、４月２４日の設定をなぜここにしたかというのからご

説明させていただきたいと思うんですけれども、私どもは新しい館をつくりまして、たく

さんの方をお引き受けするというか、お迎えするのに、まず１つの５月の連休というのは

とても大きなターゲットになります。なおかつ、できるだけ早い時期にあけたいというの

はずっとあったんですけれども、各館から借りる作品がそろうタイミングがいつかという

のが１点と、それから、５月の連休に人を受け入れるためには、やっぱり館としてこなれ

る時間が１週間ほどどうしても必要だということでこの時間を実は選ばせていただいたよ

うになっています。

事前に大分市にお話をしたかと言われますと、例えば、４月２４日に決めますというご

相談というのはしていないんですけれども、ただ、美術館を開館後、これからどうするか

と。例えば、交通の問題をどう連携をとっていくかとか、あるいはそれを核にして一緒に

商店街を盛り上げていこうとか、あるいはうみたまごの中で作品の展示があるので、それ

とどう組んでいくかというようなお話は常に実はさせていただいているので、先日ご説明

のときに議員からもお話をいただきまして、改めて実は近々大分市とお話をさせていただ

く時間を今予約を入れさせてもらっているところです。

決めました理由は、今申し上げましたように、実はほかのことは何も考えないと言った

ら悪いんですけれども、５月の連休に県民の皆さんをたくさん受け入れるためにどうすれ

ばいいかと。それからなおかつ、来年、小学生を受け入れるということを考えております

ので、そのために館がこなれる期間と考えたときは、どうしてもこの週にはあけないとそ

れができないということなんで、この日を準備させていただいたという実情でございます。



- 23 -

阿部委員 ぜひですね、せっかくこれだけの大事業をやって、将来いろんな意味で大きな

意味のある美術館ができるわけですからね、やはり行政のあれが違うとしても、そこのと

ころは十分話をして理解を求めてやっていく努力をぜひしていただきたいというお願いし

かできませんので、ぜひやってください。日髙部長もよろしくお願いします。

ややもすると、さっき言ったような事柄にも発展しかねない、これは。私は実は市会議

員のほうからも来ているんですよ、こういうのはね。だから、そういうふうにぼんぼんぼ

んぼんね、こちらが思っているようなこととは違った方向でいきかねないようなこともあ

りますので、その努力をぜひお願いします。

以上です。

吉岡委員長 今のご意見を酌み取って、しっかりよろしくお願いします。

ほかの委員さんはよろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ほかに、ご質疑もないようですので、これで諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 それでは、以上をもちまして企画振興部関係の審査を終わります。

執行部の皆様はお疲れさまでした。

暫時休憩します。午後３時から再開します。

〔企画振興部退室〕

１４時４８分休憩

１５時０１分再開

〔総務部･生活環境部入室〕

吉岡委員長 休憩前に引き続き、委員会を開きます。

まず、福祉保健生活環境委員会から合い議のありました請願４３集団的自衛権行使容認

の閣議決定を撤回し、それに基づく立法化を行わないよう求める意見書の提出について、

執行部の説明を求めます。

池永防災危機管理課長 それでは、請願４３集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、

それに基づく立法化を行わないよう求める意見書の提出について、説明いたします。

お手元の請願文書表１ページをごらんください。

請願にあります集団的自衛権の行使に関する議論については、我が国の安全保障政策の

根幹及び憲法解釈に深くかかわることであり、それ自体、国のあり方に深くかかわるもの

であると考えています。

閣議決定に基づく立法化等については、今後、国会の場で論議されることとなりますが、

防衛政策の論議については、国の専管事項に関するものであり、県執行部としては、具体

的に言及する立場にはないと考えております。

吉岡委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 別にご質疑もないようでございますので、これより採決いたします。
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お諮りします。

本請願は、採択すべきものと、福祉保健生活環境委員会に回答することに賛成の方は挙

手を願います。

佐々木委員 どういう意味ですか。

吉岡委員長 この請願に賛成の方は、手を挙げてください。

佐々木委員 この意見書を出すのに賛成です。

これは、議会運営委員会で扱ってないですか。

吉岡委員長 いいえ、これは合い議案件で、福祉保健生活環境委員会に回答するために、

この委員会で合い議を行い、本委員会としてはこの請願に賛成か反対かを伝えなければな

りません。

酒井委員 この案件は６月にも、第２回の定例会に出されたときにも、これに対する意見

等は述べさせていただいたんですけど、そのときも、これと同じような採決をしたんです

ね。

吉岡委員長 この請願、意見書に賛成かどうかです。（発言する者あり）

濱田副委員長 請願採択、意見書提出に賛成の人は手を挙げてくださいということですね。

吉岡委員長 そうです。

〔賛成者挙手〕

吉岡委員長 賛否が同数でございますので、委員長である私が裁決いたします。

本請願は、不採択とすべきものと、福祉保健生活環境委員会に回答することに決定いた

します。

合い議請願の審査が終わりましたので、池永参事監兼防災危機管理課長初め生活環境部

はここで退室いたします。

〔生活環境部退室〕

吉岡委員長 引き続き、福祉保健生活環境委員会から合い議のありました第９３号議案薬

事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について、執行部の説明を求め

ます。

長谷尾財政課長 それでは、福祉保健生活環境委員会からの合い議、第９３号議案薬事法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について、ちょっと長いんですけれ

どもご説明申し上げます。

議案書は２８ページになるところでございますけれども、きょうの説明資料を用意いた

しております。総務企画委員会説明資料、最初の１ページをごらんいただきたいと思いま

す。

ご説明申し上げます。この関係条例の整備ということで、いろんな条例が絡みます。そ

れをひとまとめにして条例改正するものでございますけれども、左上、１番、法改正の主

な内容のところでございます。

まず、（１）法律の題名改正というところがございます。これまで、薬事法という法律

がございまして、それがこのたび、法律の題名が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律に改正されました。それが１つでございます。
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この趣旨として、（２）医薬品等の安全対策強化のため医療機器等の区分が細分化され

まして、それぞれの特性を踏まえた規制の再構築が行われるといったようなことになりま

す。それは、その下に書いておりますように、医療機器とか、体外診断用医薬品の製造業

は規制緩和するとか、そういったものが許可から登録制になると、こういった内容でござ

います。

それに伴いまして、２番、条例改正が幾つかありますが、総務部にかかわるものは、ア

ンダーラインを引いておりますけれども、大分県使用料及び手数料条例の改正でございま

す。これにつきましてご説明申し上げますが、その下でございます。

３の大分県使用料及び手数料条例の改正内容のところでございます。左の製造業の区分

の細分化という大きな枠がございます。その中で、①医療機器というふうに書いておりま

すが、これは製造業のことですね、全て。医療機器製造業のうち、再生医療製品を除き、

許可制が登録制となったこと及びｉＰＳ細胞を培養した製品といった再生医療製品が大臣

の許可となったことに伴いまして、右の表のとおり許可に関する手数料を廃止いたしまし

て、かわりに登録に関する手数料を新設するものでございます

それと、その左にお戻りいただきまして、②医薬品の製造業のうち、尿検査試験紙とい

った体外診断用医薬品について、これも規制緩和により登録制となったことに伴いまして、

右の表のとおり登録に関する手数料を新設いたします。

また、左側の表の１番下、少し網がかかっておりますが、米印の１番のとおり製造販売

業においても、製造業と同様、区分が細分化されましたけれども、規制緩和等が行われな

かったことから条項整理のみ行います。

それと、右の大枠の下、米印の２番がございます。ここは、医療機器及び体外診断用医

薬品の品目の承認に係る適合性調査といったものが知事の事務でございましたが、これが

廃止され、国等の事務になったことに伴いまして、手数料を廃止するものでございます。

施行期日につきましては、この改正法の施行日と同じ、今年の１１月２５日といたして

おります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

吉岡委員長 以上で説明は、終わりました。これより質疑に入ります。委員の皆様、どう

ぞ。

酒井委員 これはほとんど題名の改正とか、内容的な部分じゃなくて、そういういろんな

題名の改正に伴っていろんな許可、登録とか、そういう認証の変更が主ということでいい

んですかね。

長谷尾財政課長 １つは題名の改正、２つは、先ほど申し上げたように、手数料が変わっ

ていくと。それは、変わる原因は規制緩和で、許可から緩い届け出といいますか、登録と

いった形に変わる。それに伴いまして、県の手数、手間が減りますので、若干そういった

差が手数料の金額の設定で下がった部分もございます。

酒井委員 薬事法の関係は今まで、これが体にいいですとか、これは何に効きますとかい

ろいろ言うと薬事法違反ということで、いつも法律違反的なことは言われるんですけど、

そういうのは変わっていないんですね、そういう内容的なものは。

長谷尾財政課長 かなり難しいご質問なんですが、今回は先ほどの区分の細分化と規制の

再構築というのが趣旨のようでございますので、多分、今、委員のおっしゃったようなと
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ころは入っていないんじゃなかろうかと思います。詳しいところは、また、福祉保健部に

聞かないとあれですけれども、流れはそういう大きな流れです。

吉岡委員長 酒井委員、よろしいですか。

酒井委員 はい。

吉岡委員長 ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ほかにご質疑もないようでございますので、これより採決いたします。

本案のうち、本委員会関係部分については、原案のとおり可決すべきものと福祉保健生

活環境委員会に回答することにご異議はございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと、福祉保健生活環境委員会に回答することに決定いたしました。

次に、第９５号議案母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う関係条例の整備について、執

行部の説明を求めます。

長谷尾財政課長 これも同じく合い議案件でございますが、議案書で４５ページになりま

すけれども、同じ、先ほどの本委員会資料の２ページに概略版を載せておりますので、そ

ちらでご説明をさせていただきます。

２ページでございますが、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う関係条例の整備につい

てということでございます。

この関係条例整備、概要のところの①に書いておりますように、次代の社会を担う子ど

もの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律というこ

とで、これが来月１０月１日に施行されます。この「等」の中に、実は、その下の②母子

及び寡婦福祉法というのがもともとございまして、それに今回、「父子」が加わることに

なったという法改正がございまして、これに伴いまして、県の関係する条例があるという

ことで、そのうち総務部関係では、２番、改正する総務部関係の条例は、第４条の職員の

特殊勤務手当支給条例及び大分県使用料及び手数料条例、この２つがかかわってくるわけ

でございます。

その改正の内容が、１番下にございますように、職員の特殊勤務手当支給条例というこ

とでございます。法律の題名改正に伴いまして、本条例の２６条に規定する母子及び寡婦

福祉法を母子及び父子並びに寡婦福祉法に改めるものです。第５条の大分県使用料及び手

数料条例につきましては、父子家庭を新たに支援対象としたことに伴いまして、第３条に

規定する別表第１の大分県母子福祉センターを大分県母子・父子福祉センターに改めると

ともに、研修室等の利用者区分に、父子家庭の父、父子福祉団体を追加するものでござい

ます。

施行期日につきましては、改正法の施行日と同様に本年１０月１日といたしております。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

吉岡委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 別にご質疑もないようでございますので、これより採決いたします。

本案のうち、本委員会関係部分については、原案のとおり可決すべきものと福祉保健生
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活環境委員会に回答することにご異議はございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと福祉保健生活環境委員会に回答することに決定いたしました。

それでは、付託案件の審査に移ります。

第８５号議案平成２６年度大分県一般会計補正予算（第２号）の審査を行います。

本委員会関係部分のうち、総務部関係分の説明をお願いします。

島田総務部長 それでは、第８５号議案平成２６年度大分県一般会計補正予算（第２号）

の歳入全般と総務部関係の歳出について説明をいたします。

議案書の１ページをお開きください。

今回の補正額は、２７億９，４３２万１千円の追加であります。累計の予算額は５，９

４８億３，７４１万７千円となります。補正予算の主な内容は、別途お配りしております

総務企画委員会資料の３ページから４ページまでが補正予算の主な内容でございます。こ

の秋、新たに就航いたしますソウル線及び関西空港線の路線定着を支援するほか、地域資

源を生かした６次産業化の推進やグローバル人材の育成など、年度途中に生じた新たな行

政需要に対応するとともに、２５年度の決算剰余金の処分を行うものであります。

次に歳入についてご説明します。

平成２６年度補正予算に関する説明書の２ページをごらんください。

今回補正しますのは、上から２番目の国庫支出金３億３，９５８万２千円、それから４

つ下の繰越金２４億５，４７３万９千円を合わせました２７億９，４３２万１千円となり

ます。

同じ冊子の５ページをお開きください。

第９款国庫支出金３億３，９５８万２千円の主な内容ですが、第１目総務費国庫補助金

の左から３列目の補正予算額１，５２９万３千円とありますけれども、これはいわゆるマ

イナンバー法に基づきまして、国や自治体間の情報連携に備えるため、庁内システムで業

務ごとに利用している個別番号を一元的に管理する基盤システムを設計するためのもので

あります。そのページ中ほどの第３目保健環境費国庫補助金２億５，２１９万１千円は、

消防法施行令の改正に伴いまして、新たにスプリンクラーの設置が義務化される有床診療

所がございます。このスプリンクラーの設置に係る助成に対しまして、国庫が追加された

医療施設等設備整備費補助金などを計上しているものであります。

次の６ページをお開きください。

第８目教育費委託金１，６００万円は、文部科学省からグローバル人材育成のモデル校

に指定された大分上野丘高校において、国際的に活躍する力と意欲を持ち合わせた人材の

育成を行うためのものであります。

次に、７ページにお進みいただきまして、第１３款繰越金２４億５，４７３万９千円は、

２５年度の決算剰余金を計上しております。

総務部関係の歳出につきましては、同じ冊子の１７ページをお開きください。

第１３款諸支出金第１項積立金は、先ほど申し上げました２５年度決算剰余金を、条例

に基づきまして財政調整基金、減債基金にそれぞれ３分の１を積み立てるとともに、今後

の県有施設の計画的保全等に備えまして県有施設整備基金に積み立てるものです。
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以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

吉岡委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 別にご質疑もないようでございますので、先ほど審査いたしました企画振興

部関係分と合わせて、本委員会関係部分について採決を行います。

本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり可決すべきものと決することに、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、第８８号議案大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について、執行部

の説明を求めます。

山本行政企画課長 第８８号議案大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正につい

てご説明をいたします。

議案書では２０ページでございます。また、総務企画委員会説明資料では５ページでご

ざいまして、委員会資料のほうで説明をさせていただきます。

資料の１番上、条例の概要をごらんください。

大分県の事務処理の特例に関する条例は、地方自治法の規定に基づき、知事の権限に属

する事務について、市町村に権限移譲を行うものでございまして、母子寡婦福祉法や薬事

法、旅券法など６８の法令に基づく事務を移譲しております。

次に、中段の法律改正をごらんください。

今回の条例改正は、先ほどご説明しました第９５号議案母子及び寡婦福祉法の改正、ま

た第９３号議案と薬事法の改正、これに伴うものが主な内容でございます。これに加えま

して、薬事法につきましては、丸が３つございます。１番下の丸でございますけれども、

２５年６月に公布されました分権推進の第３次一括法によりまして、コンタクトレンズな

ど、高度管理医療機器の販売業の許可等に係る権限を、保健所設置地であります大分市に

移譲するということがございまして、条例による移譲から削除をするという必要がござい

ます。

１番下の条例改正の概要をごらんください。

今回の条例改正は、まず、１番左の母子及び寡婦福祉法等に基づく事務では、法律名の

改正を行いますとともに、新たに父子福祉資金の交付及び償還に係る業務を処理をすると

いう改正を行います。この法改正に合わせまして、平成２６年１０月１日に施行をいたし

たいということでございます。

次に、１番右でございますが、薬事法、薬事法施行令等に基づく事務では、平成２６年

１１月２５日の施行分といたしまして、法律名の改正や区分の細分化に伴う根拠条文の変

更、体外診断用医薬品の製造業登録等の経由事務の追加を行いますとともに、平成２７年

４月１日施行分といたしまして、保健所設置市に移譲される高度管理医療機器販売業等の

許可手続等に至る事務の経由事務を廃止いたします。

また、真ん中の大分県使用料及び手数料条例に基づく事務につきましても、それぞれ薬

事法等に基づく事務の改正に対応した改正を行うというものでございます。
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説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

吉岡委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 別にご質疑もないようでございますので、これより採決をいたします。

なお、本案については、福祉保健生活環境委員会にも関係がありますので、合い議をい

たしました結果、原案のとおり可決すべきとの回答がありましたことを申し添えます。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、第１号諮問退職手当支給制限処分に対する異議申立てに関する諮問について、執

行部の説明を求めます。

宮迫人事課長 第１号諮問退職手当支給制限処分に対する異議申立てに関する諮問につき

まして、ご説明申し上げます。

議案書は３８６ページ、お配りしております別冊の説明資料、これのほうで説明をさせ

ていただきたいと思います。６ページをお開きいただきたいと思います。

１のところでございますけれども、知事が行った一般の退職手当等の全部を支給しない

こととする処分について、その処分を取り消すよう、異議申し立てが行われておりますが、

１の（２）にありますように、給与に関する処分について異議申し立てがあったときは、

議会に諮問して決定しなければならないと定められているために、今回、お諮りするもの

であります。諮問という関係上、若干長い説明となりますが、よろしくお願いいたします。

資料の８ページをお開きいただきたいと思います。不服申立手続の流れということでお

示しをしております。

この案件につきましては、懲戒免職処分、それから退職手当支給制限処分、いずれも異

議申し立て、審査請求が出されておりまして、懲戒免職処分については、左側になります

けれども、人事委員会に審査請求があり、退職手当支給制限処分については知事宛てに異

議申し立てがあっております。

退職手当支給制限処分については、当該処分の原因である懲戒免職処分の内容を踏まえ

る必要がありますことから、懲戒免職処分に対する裁決を待って審理を行うこととしてお

ります。

左側、人事委員会のフローにあるように、懲戒免職処分に対する審査請求については、

中ほどよりちょっと下、平成２２年１２月２１日ですけれども、棄却するとの裁決を申立

人が提訴し、最高裁まで争われております。しかし、いずれの段階でも申立人の請求には

理由がないということで棄却となっておりまして、懲戒免職処分が確定したために、右側

のフローにあるよう、本件退職手当支給制限処分に対する異議申し立ての審理を再開した

ところであります。

資料６ページにお戻りいただきたいと思います。

２の事案の概要ということでございますが、異議申立人は、平成２１年１２月と、３カ

月後の平成２２年３月に、ＪＲの列車内において、女性の体をさわった痴漢行為により２

度逮捕されております。
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次のページをお願いいたします。

大分県知事は、平成２２年３月２５日に、異議申立人を懲戒免職処分にするとともに、

退職手当の全部を支給しないこととする処分を行ったところ、３の異議申し立ての概要に

ございますように、処分の取り消しを求める異議申し立てが行われたものでございます。

資料の１０ページをお開きいただきたいと思います。

異議申立人が行っている主張内容と、処分庁の主張、あわせて参考までに、懲戒免職取

消訴訟における判決内容を比較しております。

１番左の欄、１番上の痴漢行為に至った原因についてでございますが、異議申立人は、

「職場の上司からパワハラや精神的虐待を受けて、自律神経失調症等を発症して休職し、

抗鬱剤を上限まで服用していたために、自制心が抑え切れなくなって痴漢行為に及んだも

のである。第１の事件の後に、飲酒した上司が嫌がらせの電話をかけてきたため症状が悪

化したことが第２の事件を起こした一因である」と主張しております。

これに対し、１番右ですけれども、判決においては、「抗鬱剤と痴漢行為との間に因果

関係はなく、上司の言動について検討、あるいは考慮する必要はない」とされております。

真ん中ですけれども、処分庁としても、痴漢行為と抗鬱剤との間に因果関係はなく、そ

の他酌むべき事情も認められないことや、上司によるいじめなどについても、上司の事実

認識と大きく相違しており、認められないものであると考えております。

次に、そのページの１番下、左の欄ですけれども、処分における裁量権の逸脱というと

ころでございます。

申立人は、「懲戒免職処分時には刑が確定していなかったため、推定無罪とすべきとこ

ろ、懲戒免職処分を行ったのは処分庁による職権乱用である」と主張しております。

１番右の欄にある判決においては、「公務員でありながら痴漢行為を行っていること自

体、厳しい非難を免れないこと。わずか３カ月後に再び痴漢行為を行っていることは、責

任の重大さを認識しておらず、公務員としての自覚を著しく欠くものと言わざるを得な

い」とされておりまして、次の１１ページ右の欄、下から２番目のところでございますけ

れども、「第１事件については２度、第２事件については１度、異議申立人から直接事情

を聞いた上で懲戒免職処分を行っており、痴漢行為の原因や背景に特段酌むべき点は何ら

認められないことから、懲戒免職処分の判断過程に不合理な点は認められないし、社会通

念上も不相当な処分とは言えず、処分庁の裁量権を逸脱、濫用したものではない」とされ

ております。

処分庁といたしましても、このページ、①、②、③とありますけれども、短期間に２度

も痴漢行為を行うなど極めて悪質な行為であり、県民の信頼を裏切り、県職員の信用を著

しく失墜させた事案であること、それから、１２ページになりますけれども、③条例ない

し運用通知の考え方に照らしても、本件の退職手当の支給制限処分の裁量権を逸脱したも

のではないと考えております。

以上、説明させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

吉岡委員長 以上で執行部の説明は終わりました。これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご質疑はございませんか。

処分庁の見解はいかがでしょうか。
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宮迫人事課長 これまでの事実関係や裁判等の経緯を踏まえますと、退職手当の支給制限

処分を取り消すだけの事由はないものと考えております。

吉岡委員長 処分庁の見解は、処分を取り消すだけの事由はないとのことですが、いかが

でしょうか。

この案件については、棄却すべきものとすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、本諮問については、棄却すべき旨、答申すべきものと決

定いたしました。

次に、請願４６消費税の税率引き上げ決定に反対する意見書の提出について、執行部の

説明を求めます。

安部税務課長 お手元の請願文書表及び請願（原本写）をごらんください。

消費税の税率引き上げ決定に反対する意見書の提出を求める請願について、ご説明申し

上げます。

急速に進む高齢化で、今後も社会保障費の大幅な増加が見込まれるなか、我が国の国・

地方を合わせた債務残高は、優に 1 千兆円を超え、主要先進国で最悪の水準となっている

ことから、財政の健全化は、国・地方ともに喫緊の課題でございます。

国民全体が広く薄く負担する消費税は、あらゆる世代で負担を公平に分かち合う観点か

ら社会保障財源に適しており、来年１０月に予定されております１０％への引き上げは、

本年４月からの８％への引き上げと合わせまして、社会保障の充実、安定財源の確保及び

財政の健全化へ踏み出す第一歩として位置づけられるものであります。

税制抜本改革法により、平成２７年１０月から消費税率を１０％に引き上げることが予

定されておりますが、政府では、経済状況の好転を条件に消費税率の引き上げを実施する

とした税制抜本改革法附則にのっとりまして、もろもろの経済指標を慎重に見きわめた上

で、予定どおり消費税率を引き上げるか否かを年内に判断するとしています。

吉岡委員長 以上で説明は、終わりました。これより質疑に入ります。

佐々木委員 消費税を上げるとか言うけれども、決して賃金も上がっていないし、消費税

アップで、生活者については、大変厳しい環境下にあるんで、消費税アップについては私

は反対です。

酒井委員 意見として、今、説明があったとおり消費税が４月１日から３％上がった中で、

この消費税に伴う国の税収が４兆５千億円ですか。その影響があるということで、国が５

兆５千億円の景気対策の予算を組んだわけですけど、当初この３％というのは、社会保障

と国の借金といいますか、財政を立て直すということが主眼になったんですけど、その使

い方が、ほとんど社会保障とかそういう財政再建には使われずに、今、別の公共事業とか

そういう大企業的なところに使われたという結果に、今、なっておるわけでございます。

確かに、今説明があったとおり、特に都会とか、一部では景気が予想……

阿部委員 委員長は、「質問はありませんか」と言ったのでは。

酒井委員 いえ、意見ということで。

吉岡委員長 採決の前になりますので、ご意見を言われてもいいんじゃないでしょうか。

酒井委員 私は質問ということじゃなく、意見として述べますということで、発言してい

ます。



- 32 -

吉岡委員長 はい、意見でよろしゅうございます。

酒井委員 やっぱり地方は、今、さっきも言われたように、まだまだその効果となって、

賃金は上がらない、物価はどんどん上昇するという中で、非常に厳しいものがある。それ

に、さらに来年１０月から１０％になるということになれば、やっぱり景気対策やらいろ

いろな面で影響があるということから、この消費税の２％のアップについては、やっぱり

据え置きだろうというように私は思っておりますから、そういう立場でこれについては、

ぜひ賛成をしてもらいたいというふうに思っておるところでございます。

吉岡委員長 ほかにご意見、質疑はございませんか。進めてよろしいですか。

首藤委員 ちょっといいですか。意見が違うんですけど、今、意見ですか、質問ですかね。

吉岡委員長 質問でも、意見でもよろしゅうございます。

首藤委員 意見でもいいですか。

吉岡委員長 はい、結構です。

首藤委員 消費税そのものを上げること自体、私どもは反対と思っておりません。ただ、

この中にありますとおり、今の時期は、やっぱりいろんな意味で厳しい状況だからもう上

げないでという、時間的なものがあるみたいなんです。

しかし、そのことはよく理解するんですけど、今のこの厳しい状況の中でやっぱりいろ

いろ上げていくということは、ますます厳しくなってくるという状況にあることは間違い

ありませんが、ただ、今のこの時期ということだけではなくて、消費税そのものはこれま

でも認めてきた経過がありますので、私はこの意見には賛同いたしかねるという感じでは

あります。

吉岡委員長 ほかに委員の皆様よろしいでしょうか。

ほかにご質疑、ご意見もないようでございますので、これより採決をいたします。

採決に進んでよろしいですか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 それではお諮りいたします。

本請願は、採択すべきものと決することに賛成の方は、挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

吉岡委員長 賛成少数ですので、本請願は不採択とすべきものと決定をいたしました。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、執行部から諸般の報告の申し出がありますのでこれを許します。

まず、法令に基づく報告、報第１２号及び報４１号について、報告してください。

宮迫人事課長 報第１２号公益財団法人大分県自治人材育成センターの経営状況について

ご説明いたします。

説明資料の１４ページをお開き願います。

本法人は、県と市町村の職員研修を一元的に実施するために設立された団体で、市町村

職員研修を実施しておりました一般財団法人市町村職員研修センターを改組しまして、本

年１月に公益財団法人大分県自治人材育成センターとしたものでございます。新たな研修

施設も３月に竣工し、委員の皆様方にもご視察いただきましたけれども、４月から県と市

町村職員の研修を一元的に行っております。

公益財団法人化に伴い、県と市町村が出資している基本財産が同額となるよう県が追加
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出資し、２のところにございますが、出資比率が５０％となったことから、地方自治法第

２４３条の３第２項に基づきまして、今回ご報告するものであります。

３の事業内容ですが、県内自治体職員に対する研修の実施、これについては、講座数、

受講定員も昨年度までと比べてふえておりますし、特に県と市町村職員が合同で実施する

研修は１５講座から２８講座というふうにふえております。また、各自治体が直接実施す

る研修に対する支援なども行っています。

次に、項目４の決算状況でごいますけど、２５年度は研修一元化開始に向けての準備期

間でもあり、市町村職員の研修経費と新研修施設の整備費のみの決算となっております。

下線の当期正味財産増減額の８億６，３７５万２千円の増は、新施設の固定資産の増によ

るものでございます。

県としては、新施設の整備費の２分の１を負担し、今年度からは県職員研修実施に必要

となる財団運営費及び研修経費を負担しております。

なお、本法人は研修の実施以外に自主事業はなく、県負担金と公益財団法人大分県市町

村振興協会の補助金によって運営されています。

次に、項目５の問題点等、というより今後の課題でございますが、一元化のメリットも

生かした研修の質の向上と、その効果としての職員の能力向上、県と市町村職員の連携・

協力を促進していく必要があると考えております。

６の今後の対策ですが、研修計画の策定や県と市町村の担当課長などからなるセンター

運営検討会議等を通じて県、市町村の意見を幅広く取り入れながら、講師情報・研修手法

などの情報共有や規模拡大のメリットを生かして、効果的な研修の実施と効率的なセンタ

ー運営に努めていくこととしております。

以上でございます。

川野市町村振興課長 それでは、大分県長期総合計画の実施状況についてということで、

こちらの冊子の資料のほうで進めさせていただきます。

目標達成度の評価方法等につきましては、既に企画振興部からご説明いたしております。

ここでは、総務部が所管いたします施策の実施状況についてご説明させていただきたいと

思います。

それでは、資料の５ページをごらんいただきたいと思います。

総務部が所管いたします施策は、政策欄の発展分野の１番下にございます６の分権時代

への対応という政策欄の中の、(１)分権確立に向けた行政体制の整備という施策でござい

ます。指標評価では、「達成不十分」となってございます。

それでは、１６２ページをお開き願いたいと思います。

１６２ページの１番上の表でございます。主な取り組みにありますように、この施策は、

①県民参加の機会の拡充、②市町村の行財政基盤整備への支援、③県の行財政基盤の強化、

④県と市町村との連携、⑤九州広域行政機構（仮称）の設立からなっておりますけれども、

２番目の中ほどの表でございます。目標指標の左にあります指標欄にありますように、市

町村への事務移譲数を目標指標としております。

この表の中ほどの２５年度の欄でございます。目標値ａが２９６となっております。こ

れは、全ての市町村に２１の事務を権限移譲を行うこととした場合の延べの事務件数でご

ざいますが、これに対しまして、実績ｂでございますが、２６１で、達成率は８８．２％
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となっております。旅券法、屋外広告物法、農地法、浄化槽法の４事務については、未移

譲の市町村がございます。

Ⅲの指標による評価でございますけれども、大分県市町村権限移譲ワーキンググループ

会議等で市町村と協議を重ねた結果、浄化槽法に係る事務につきましては、ことしの４月

から宇佐市、屋外広告物法に係る事務につきましては７月から津久見市、２件の移譲協議

が調ったところでございますけれども、事務負担の増などの理由により市町村との協議が

調わなかった事務もあり、目標の達成には至らなかったものでございます。

なお、ここには記載しておりませんけれども、今年度新たに、損傷等に伴う身体障害者

手帳の再交付申請に係る事務、これは１７事務ございますけれども、これを市町村へ移譲

する予定であり、これにより目標を達成する見込みとなっております。

以上で報告を終わります。

吉岡委員長 ただいまの２件の報告について、ご質疑はございませんか。

佐々木委員 市町村に権限移譲の問題について、私は、今、県が取り組んだり国の取り組

み方と正反対の考え方なんですよ。

市町村に業務を移して、その利用頻度とか、そういうものからしたら、非常にお客とい

う例え方をすると、市民やお客が、市のほうの窓口に行った場合、年間を通して、そうい

う相談窓口なんかが非常に利用する頻度が薄い場合は、むしろ、県が一括して、そっちの

県の取り扱いでやるほうが、事務の合理化、分散をすれば分散をするほど、市町村に専門

職を入れて、専門でありながら１年間の職員の仕事量がないんですよ。これが市町村の職

員が一定の場合、職員の窓口が大きいと、あらゆる分野に市町村職員が勉強して、幅広く

対応する。だから無駄が多いんですよ。だから、むしろ、旅券の業務なんかでもいい例で

すが、市町村で去年は２００件あったと。ことしは３００件申請がありましたと。５０％

伸びましたと。３００件だったら、１年間に３６５日全部が、勤務体制じゃないんですけ

ど、１日にわずか１件なんですよ。

それを５０％伸びたから喜ぶんじゃなくて、むしろ県で一括管理を、旅券業務などをし

て、地方はさせない、そういう形の、それは１つの例ですよ。むしろ、利用率の小さいと

ころ、部門は、県がまとめて対応する。私は、分権業務というのは、移すことで意義があ

るみたいな、役割の内容に踏み込んでいないんで、そういう意味では、今、これを決めて

いるのは動かしようもないでしょうから、やっぱり県がしっかりした考え方を持って取り

組んでほしい思います。

川野市町村振興課長 今、佐々木委員がおっしゃられましたような意見というものは、私

ども、権限移譲のワーキンググループ会議の中で、そういった議論も一緒にやりながら、

やはり行政の立場というよりも、市民にとってどちらがいいんだろうかといった問題もあ

わせて議論して、市民サービスの向上につながるか、行政の効率化とか、さまざまな面で

やって、それと市町村の行政体制どうかと。

それから、おっしゃられたような部分については、移譲した後も移譲しっぱなしではな

くて、県としてしっかりフォローをしましょうという形も体制をとって、移譲を受けた市

町村が自信を持ってできるような、そういった取り組みをあわせてやりながら、この権限

移譲、地方分権の取り組みを、今、進めているところでございます。

以上、報告をさせていただきます。
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佐々木委員 例えば、昔、例なんですけど、パスポートのこの業務を５８市町村に、振興

局から、中心市から５８市町村までパスポート業務をやって、そして市町村合併して、ま

た、住民はそこにおるんですよ。大田村でも全部おるんですけど、また合併したら、振興

局単位とか、豊後高田市の本庁単位に戻ってしまうんですから、一度は住民サービスをし

たようになるけれども、また合併することで、地方サービスを置き去りにして動いている

んですよ。

だから、大田村とか各５８市町村にその支部を設けているわけでもないし、だから、ち

ょっとだけは住民サービスなんですよ。答弁せんでいいよ。私は、そういう思いがあると

いうことだけ酌んでいただいたらいいです。

濱田副委員長 九州広域行政機構の設立というのが項目になっていますけれども、今、い

わゆる道州制の前提として、こういうものが一時出たですよね。道州制も、かなり地方自

治体とか、いろんな意味で反対意見が多くて、今のところ、ちょっとストップしたような

状態、進捗がですね。そういう状況になっておると思うんですけれども、今、こういう広

域行政をもとにして、次のステップは道州制だというようなところの国の方向、それは、

大体どの辺までいきよるんですかね。

山本行政企画課長 道州制の議論につきましては、与党内で推進基本法案というものを取

りまとめられております。ただ、なかなか地方からいろんな立場、ご意見がございまして、

それを国会に提出するには至っていないという状況でございます。

その法案というのも、手続法的なものでございまして、どういう道州制を目指すのかと

いうことが書いていない。それは、国民会議で検討するといった内容でございました。全

国知事会としましても、やはりまず道州制というものの姿というものがどういうものなの

か、まずそこをしっかりと見せていただきたい。それをもとに国民的な議論をしたいとい

うことで、与党に対してもお願いをしておるわけでございます。

そういう点で、今、若干議論がとまっているというふうに、私どもとしては承知してお

ります。

濱田副委員長 結局、今からスタートしてやっていく基本的なところが、３０万人から４

０万人、５０万人以内ぐらいの都市を、いわゆる東京やら大阪やらの大都市への、いわゆ

る流出の防波堤にしようというような考え方が結構見えるんですよ。だから、そういうこ

とと道州制という基本的な、今、地方を創生するというのと、かなり道州制というのはギ

ャップがあるような気がするんですけれども、その辺の今の国の流れを、県はどんなふう

につかんでいますか。

山本行政企画課長 道州制の議論と地方創生の中で議論をされています人口減少対策とい

うのは、今の議論の中では、直接リンクをしたものというふうには思っておりません。ま

ず、地方創生、前提としますのが、今の行政単位、都道府県であり市町村という行政単位

をベースにしながら、人口減少によって消滅しかねないといったような行政単位をどうや

って機能を維持していくかという議論でございまして、その中で、人口が大幅に流出しな

いように、ダム的な歯どめとしての拠点的な都市があってはどうかとか、また、その都市

と連携をすることによって、行政機能を維持する小規模な自治体があってはどうなのかと

いったことで、基本、今の議論というのは現在の都道府県と市町村といったものを前提と

した議論であるというふうに理解しております。
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濱田副委員長 これから、予算等も、来年度予算に向けての方向ですから、十二分にいろ

んな角度から検討して、しっかりした県の方針をまた教えていただきたいというふうに思

います。終わります。

川野市町村振興課長 先ほど権限移譲のところでご説明申し上げましたときに、身体障害

者手帳の再交付申請を移譲することによる「目標達成」と私申し上げたようであります。

「概ね達成」という形になろうかと思います。一部、訂正をさせていただきたいと思いま

す。

吉岡委員長 ほかにご質疑もないようでございますので、執行部は報告を続けてください。

山本行政企画課長 私から３点、報告をさせていただきます。

まず、大分県行財政高度化指針の進捗状況についてご報告いたします。

お手元に、別冊で資料２の平成２５年度大分県行財政高度化指針の進捗状況について

（概要版）と、取り組み全体を取りまとめた資料３をお配りしておりますが、概要版のほ

うで説明させていただきます。

概要版の１ページをお開きください。

行財政高度化指針では、２つ目の枠の指針のポイントにありますように、県民への行政

サービスの高度化と行政体としての大分県庁の高度化を図ることとしており、その下にあ

ります県民中心の県政運営の実現、持続可能な行財政基盤の確立、多様な主体とのパート

ナーシップの構築を取り組みの三本柱としております。

２ページをごらんください。

平成２５年度の主な取り組みを、指針の３つの柱に沿って整理したものです。

Ⅰの県民中心の県政運営の実現ですが、現場主義の徹底では、地域の多種多様な県民ニ

ーズや課題に対して、現場の実情に即した解決策の実行につなげていくため、地域課題対

応枠予算を創設し、８事業に取り組んだこと。積極的・効果的な県政情報の発信では、大

分県のブランド力をアップさせるために、福岡・関西エリアで、「日本一のおんせん県お

おいた」を集中的にＰＲしたこと。県民サービスの向上では、３カ所に点在しておりまし

た青少年の相談窓口を１カ所に集約し、ワンストップ化したおおいた青少年総合相談所を

設置すること。職員の能力向上では、大分県人材育成方針を改定し、職員が自ら能力開発

に取り組み、組織としてその能力を生かしていく仕組みづくりとして、キャリア開発プロ

グラムを導入することを掲げております。

次に、Ⅱの持続可能な行財政基盤の確立ですが、歳入の確保では、庁舎エレベーターへ

の広告掲載、また、おおいた灯りのサポーター事業の構築などの新たな歳入確保の取り組

みを、歳出の削減では、予算執行段階での経費の見直しや団体への負担金見直しなどの取

り組みを掲げるとともに、効率的な組織体制の確立では、危機管理体制の強化を、財産の

有効活用では、新県有財産利活用推進計画の改定による未利用地等の売却・貸し付けの推

進を掲げております。

また、Ⅲの多様な主体とのパートナーシップの構築ですが、ＮＰＯ・企業との協働では、

青・壮年期への食育を進めるための社員食堂との協働の取り組みを掲げるとともに、市町

村との連携では、高齢者が住み慣れた地域で元気に安心して暮らせるための地域包括ケア

システムの構築を推進し、各市町村で高齢者個々のケアプランを検討する地域ケア会議の

立ち上げ・定着を支援したことを掲げております。
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３ページをお開きください。

進捗状況で掲げた主な取り組みのうち、特に説明を要するものについて、仕組みなどを

補足説明しております。

次に、４ページをごらんください。

これは、高度化指針の指標となっております財政調整用基金残高と県債残高につきまし

て、平成２５年度決算ベースでとりまとめたものです。

１番上の表ですが、平成２５年度の一般会計決算は、１番右にありますように、実質収

支で２４億５，５００万円の黒字となったところです。

これに伴いまして、財政調整用基金残高は、表の右から３番目の枠の下から２段目、実

績（Ｂ）にありますように、２５年度末で４４３億円を確保することができました。平成

２７年度末につきましては、目標の３００億円に対して、あくまでも機械的に計算した試

算ではございますが、３９５億円が確保できる見通しとなっております。

また、その右の一般会計の県債残高の推移ですが、２５年度末は、総額では１兆５７４

億円で、前年度に対して４３億円のマイナスとなっております。これは、平成１８年度以

来、７年ぶりの減少ということでございます。臨財債除きでは７，１５０億円で、前年度

に対して３４２億円のマイナスとなっております。２７年度末の見込みとしましても、こ

れも同様の試算ではございますが、臨財債除きでは６，７００億円まで減少するものと見

込んでおります。

今後とも、行革実践力を発揮し、財政基盤の強化に取り組んでまいりたいと考えており

ます。行財政高度化指針の進捗状況についてのご報告は、以上です。

次に公社等外郭団体の経営状況等につきましてご報告いたします。

先ほど来ご説明しております総務企画委員会説明資料、こちらの１５ページをお願いを

いたします。１５ページから１７ページに、公社等外郭団体の経営状況及び見直し方針の

進捗状況、この概要を取りまとめてございます。

まず、１５ページの最初の枠内でございますが、議会報告に関する制度を記載してござ

います。出資法人等につきまして、地方自治法の規定に基づきまして、経営状況を報告す

ることとなってございまして、報告対象となる法人は、地方自治法施行令及び県条例によ

って、施行令の①に該当いたします土地開発公社、住宅供給公社及び②、③により、県が

４分の１以上出資している法人でございまして、今回、議会に報告しているところでござ

います。

次の枠内でありますが、大分県では、平成２１年９月に策定いたしました大分県公社等

外郭団体に関する指導指針によりまして、県が出資している団体は、出資比率が４分の１

未満であっても経営状況等を把握をして、議会報告などを行っているところでございます。

なお、個別団体の経営状況等につきましては、本議会の各常任委員会において、所管部

局から報告をいたしてございます。私からは、公社等外郭団体について、総括的に対象団

体全体の経営状況や、県の関与の見直し状況等についてご説明申し上げます。

中ほどの１としまして、対象団体というのがございます。議会報告をします団体は２４

団体ございまして、これに指導指針に基づくものが２５団体加わりまして、合計で４９団

体が対象の団体でございます。前年度と比較いたしますと、その下の表の備考欄にありま

すように、大分県自治人材育成センターに追加出資をして、出資比率が５０％に増加をい
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たしましたので、議会報告団体が１団体ふえてございます。

次に、２の経営状況でございます。

（１）の当期純利益がプラスの団体というのが３０団体、マイナスの団体が１８団体と

なってございます。なお、表の欄外にありますように、プラス・マイナス・ゼロの団体と

いうのが１団体ございます。

次に、１６ページの１番上、（２）純資産の状況でございますが、プラスの団体が４５

団体、マイナスが４団体となってございます。

１８ページをお願いいたします。各団体の経営状況の一覧表でございます。

表の右から３欄目が当期純利益、その右が純資産でございます。当期純利益がマイナス

の団体でございますが、マイナスが大きい団体は、指定団体では、１番左の番号欄２番目、

大分県芸術文化スポーツ振興財団がマイナス３，８０８万３千円、１１番の大分県産業創

造機構がマイナス２，６０７万円、次の１９ページでございますが、２５番、養殖漁業用

の稚苗生産を行っております大分県漁業公社がマイナス１，８１１万２千円、１番下、３

１番の大分県交通安全協会がマイナス３，６９１万５千円となっております。

２０ページのその他団体でございますが、６番、浄化槽の法定検査機関であります大分

県環境管理協会がマイナス１，６９５万円、１５番の九州乳業、これは事業を承継いたし

ました新しい九州乳業でございますが、販売部門と製造部門、連結決算のベースでござい

ますと、マイナス１，３６５万３千円となってございます。

次に、純資産がマイナスの法人は、２０ページのその他団体に、そちらに４団体ござい

ます。

まず、２番のサン・グリーン宇佐、これは、かんぽの郷宇佐の運営主体でございますが、

マイナス５，１２３万４千円。３番の大分フットボールクラブがマイナス３億６，４７８

万５千円。これはクラブの決算期でございます１月末時点の数字でございまして、その後、

ファンドの出資によりまして債務超過の状態は解消されてございます。

また、１５番の九州乳業がマイナス３６５万３千円、１７番の周防灘フェリー株式会社

がマイナス６，８１２万円となってございまして、団体数では前年度と変わってございま

せん。

以上の経営状況につきましては、会計処理上は赤字でございましても、実質的には問題

のないという団体もございますし、また、改善傾向にある団体もございますが、特に心配

をしてございますのが、１９ページの２５番、大分県漁業公社でございます。別にブルー

の表紙の冊子をお配りしてございます。県出資法人等の経営状況報告概要書というブルー

の冊子をお配りしてございますが、こちらの２６ページでございます。団体ごとの状況を

コンパクトに説明したものでございますけれども、２６ページが大分県漁業公社でござい

ます。５番の問題点及び懸案事項というところをごらんいただければというふうに思いま

す。漁業公社につきましては、電気料、また燃料油の高騰ですとか、赤潮被害の発生など

による経費増や施設の老朽化によりまして、非常に厳しい経営状況にあります。経費節減

など経営努力を重ねておりますけれども、抜本的な対策の検討が必要でございまして、６

番の１番下にございますように、外部有識者による検討に着手する予定といたしてござい

ます。

また委員会資料の１６ページのほうにお戻りをいただきたいと思います。
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上のほう、３番、見直し方針の進捗状況とういのがございます。

まず、（１）の人的関与の状況でございます。

①が県職員の派遣でございまして、昨年に比べまして１３名の増となってございます。

これは、県職員と市町村職員の研修一元化のために、県の職員研修所を廃止いたしまして、

自治人材育成センターに業務を移管したことや、県立美術館開館に向けまして、県立美術

館推進局から芸術文化スポーツ振興財団に業務を移管したこと、農業農村振興公社が新た

に農地中間管理機構の業務を開始したことによるものでございまして、施策の推進に必要

な職員の派遣を行ったというものでございます。

②の県職員の役員就任についても、昨年に比べまして１名の増となってございます。こ

れも職員研修の一元化に伴うものです。

その下に、役員就任のあり方の見直しの状況を記載してございますけれども、より実質

的な関与となりますように、大分県社会福祉協議会の非常勤理事を、福祉保健部長から福

祉保健部審議監に変更をいたしてございます。

次に、（２）財政的関与の状況でございます、①の委託料では、３１億２，３５４万円

の支出でございまして、前年度に比べまして７億７，２２７万４千円の増加というふうに

なってございます。これは、その下の主な増要因にありますように、県立美術館の指定管

理を平成２５年１０月から開始したということ。また、ため池の緊急点検や日田市の国道

２１２号拡幅を加速化するための用地取得業務を委託したことなどによるものでございま

す。

また、②の補助金・交付金・負担金という区分でございますと、２０億６５３万９千円

の支出をしておりまして、前年度に比べまして３億７，８５１万１千円の増となってござ

います。これは、その下の内訳の１番下にございますように、自治人材育成センターの新

研修施設整備に係る負担金４億５，６７２万２千円によるものでございまして、補助金に

つきまして、３，６４３万３千円のマイナスということになってございます。

１７ページをお願いいたします。

（３）公益法人制度改革への対応でございます。４９団体のうち、右から２番目の株式

会社など対象外の２３団体を除く２６団体が対象でございますが、平成２６年４月に大分

県主要農作物改善協会が一般財団法人に移行いたしまして、公益法人制度への移行が完了

をいたしたところでございます。

以上の状況につきましては、また広域行政・行財政改革特別委員会で報告させていただ

きますとともに、県庁ホームページ等で、県民に広く公表させていただきたいというふう

に考えてございます。

また、経営状況の厳しい団体や債務超過状態にある団体につきましては、所管部局によ

ります定期的なモニタリングの徹底を図るということにいたしております。私どもとして

も、引き続き各団体の状況については、所管部局と十分連携をしながら、適切な指導に当

たってまいりたいというように考えてございます。

最後でございます。公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進についてでございます。

本委員会資料の２１ページでございます。

仮称でございますけれども、大分県公共施設等総合管理指針の策定についてでございま

す。
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資料の１番上、網掛けの部分でございますけれども、平成２４年１２月に山梨県の中央

自動車道笹子トンネルで崩落事故が発生をいたしまして、本県におきましても、昨年、津

久見市の下浦トンネルの天井一部崩落事故が発生をいたしております。こうしたインフラ

施設とともに、公共建築物についても老朽化が進行しておりまして、公共施設に対する老

朽化対策は、国家的な課題ということになってございます。

本県では、これまでもインフラ施設を中心にアセットマネジメントに取り組んでまいり

ましたが、今回、県が保有いたします全ての公共施設について、計画的保全の方針などを

示します公共施設等総合管理指針の策定に着手をいたしましたので報告させていただきま

す。

県では、道路、橋梁などのインフラ施設のほか、庁舎などの建築物を多数保有しており

ます。２１ページのグラフは、県営住宅を除きます県有建築物の建築年度別延床面積でご

ざいますが、グラフに濃い部分と薄い部分がございます。薄い棒グラフが、この県庁３庁

舎や大銀ドームなど１７の大規模施設、濃いグラフが地方庁舎や学校、警察署などの行政

系の施設でございます。面積は、全体で約１７０万平方メートル。そのうち、１７の大規

模施設が約３８万平方メートルとなってございますが、１番下にありますように、昭和３

７年度建設の県庁舎本館を初め、高度経済成長期などに集中的に整備され、築後３０年以

上経過した施設が既に約４５％を占めておりまして、今後、老朽化が一層進行いたします。

また、バブル期以降に建設された施設も、計画的な維持、補修が必要になってまいります。

本県にとっても、公共施設等の老朽化対策は喫緊の課題でございまして、今後、厳しい

財政状況や人口減少などの状況も踏まえまして、中長期的な視点を持って、これらの更新、

統廃合、長寿命化などを計画的に行い、財政負担の軽減、平準化や施設の最適配置を実現

していくことが必要でございます。

２２ページをごらんください。

左の国の動きですが、国は昨年１１月、公共施設の維持管理等の基本方針となりますイ

ンフラ長寿命化基本計画を決定いたしました。この計画では、各省庁が所管施設の維持管

理、更新等を着実に推進するための取り組みの方向性を明らかにする行動計画と、個別施

設ごとに方針を定めた個別施設計画を策定するというふうにされてございます。また、地

方公共団体においても、国に準じた取り組みを行うよう要請があったところでございます。

国が示す対策は、その下でございますが、対処療法的な管理ではなくて、予防保全型の

維持管理を推進するとともに、施設の耐用年数の延長を図って長寿命化し、長期的なトー

タルコストの縮減、予算の平準化を目指すものでございます。

例えば、鉄筋コンクリートの建築物の耐用年数は、学会等では約６０年と言われており

ますが、単純に建てかえるのではなくて、途中、予防保全による改修工事を行うことなど

により、さらに３０年程度延命をさせていくといったことが想定をされてございます。

右側をごらんください。県では、こうした国の動きを踏まえまして、大分県公共施設等

総合管理指針を策定したいと考えておりまして、これには、県が保有している公共施設等

の全体の状況や管理の基本的な考え方、将来の保全費用の見込みなどを盛り込んでいきた

いというふうに考えてございます。

また、個別施設計画では、公共施設等の種別ごとに順次策定をすることにしておりまし

て、各施設の特性に応じた点検や診断、維持管理、修繕等の対策などを盛り込んでいきた
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いというふうに考えてございます。

２３ページをお開きください。

国の状況も含めまして、各計画等のイメージ図を改めて示しております。

総合管理指針というものの下に、個別施設計画といたしまして、箱物の施設であります

とか、道路、河川、ダム、砂防、港湾、公園、県営住宅といったような、それぞれの個別

施設計画が連なるという形でございます。

２４ページをごらんください。

今後のスケジュールですが、上段、公共施設等総合管理指針（仮称）につきましては、

下段の各個別施設計画策定の進捗状況に応じ、記載内容を充実していく必要がございます。

そこで、まずは、今年度中に策定されます個別施設計画に含まれた点検や維持管理、長

寿命化等の実施方針及び将来の保全費用見込みなどを反映させまして、今年度末までに指

針の素案を策定いたしたいと考えてございます。

また、平成２７年度は、学校施設などの個別施設計画の内容も取り込みながら、指針を

おおむね取りまとめまして、以後、個別施設計画の進捗に応じて改定していきたいといっ

たふうに考えてございます。

これら、公共施設等総合管理指針、個別施設計画を策定いたしまして、着実に実施をす

ることによって、中長期的視点に立った老朽化対策を推進いたしまして、財政負担の軽減、

平準化というものを図ってまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

吉岡委員長 ただいまの３件の報告について、ご質疑はございませんか。

佐々木委員 財政再建、大分県もかなりいい方向に進んでおると思うんですけれども、私

は、基本に職員を犠牲にして財政再建なんか考えるべきじゃないと思うんです。問題は、

組織の中で無駄をいかにカットしていくか。例えばサービスと改革という言葉は相反する

わけです。

それと、専門化することで、その課をふやしていく、分散化していくという、要するに

課を拡大していくというのは無駄の象徴なんです。むしろ、改革をやるのなら、課を集約

してまとめていくというのが基本だと思うんです。

そういう中で、私は公務員の方で、憧れの課長待遇の本庁の課長たちで、子供３人を大

学にやるときに、奥さんがアルバイトをせんで大学にやれるのかという現実。決して、何

か公務員は、国家公務員も含めて給料が高いとか言われるけど、憧れの課長さんたちで、

本当に子供たちを３人大学にやれるのか。少子化に対して前向きにとか言うのと、全然違

うんですよ。だから、私は県庁でも、やっぱり改革そのものをしっかり、例えば業務内容

を把握して改革をしないと、このままだらだらだらだら、悪い言い方をすると、小さな、

仕事の内容は、この課の名前を見たら仕事がわかるように、遊ばない課なんかいう変な名

前をつけてしまうでしょう。その中である程度課をまとめて、その中で業務内容を、分掌

事務をしっかりしておったらいいんじゃないかなと、こういうふうにも思っています。外

郭団体にしても同じですよ。

だから、そういう意味で無駄を排除して、少し職員を減していく方向で、そしてしっか

りした賃金体系は保っていったほうがいいんじゃないかなと考えます。答えは要りません、

私の思いですから。
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吉岡委員長 佐々木委員のご意見ということでよろしいですか。

佐々木委員 はい。

首藤委員 この中で、公共施設の長寿命化ということでいろいろ検討をされて、そういう

計画ができておるでいいと思うんですが、その中で、１つだけお尋ねというか意見がある

のは、こういうのをなさるときに、私は昔であれば、構造的にはもつけれども、機能的に

もかなり古くなっている部分があるというか、今の時代にあわない部分が出てきているん

ではないかなと思うんですよ。やっぱりそういったことを構造的には耐震という、何かマ

ットレスみたいなのをしまして垣根にする、鉄骨を組んだりして補強をしてきて、改修を

しているという状況はあるんですが、そういうのを見たときに、ちょっと無理ではないか

という、もっともっとやっぱりこれだけのお金をかけるときですから、内装も作業すると

きですから、やっぱり機能も現在の機能に変えていかないと意味が薄いんではないかなと

いう、ただ建物をもたせようとか、何かもたせようということだけではなくて、機能のほ

うにもしっかりとした視点を持ってほしいし、機能改革ができない場合は、やっぱり建て

直したほうがいいんじゃないかなという感じがします。

無理矢理、現在のままを残して、安くやるのかどうかわかりませんけれども、そういう

ことよりも、やっぱり機能が今の時代に合っていなければ、それは建て直していくという

ことのほうが私は検討として必要ではないかなという感じがします。これ読ませていただ

くと、何となく今のを長寿命化させようという、物すごくにじみ出ているような感じがす

るので、私は、機能を、機能検査というか、機能のチェックというものは、しっかりと入

れていただいて、やっぱり必要なものは建てかえる、作りかえるとか、そういう視野も入

れていただきたいなということです。意見ですが、何か答弁があれば。

山本行政企画課長 手法として、また考える視点としていろいろあるんだと思います。で

すから、現在でも、例えば耐震性に疑問があって、問題があって、建てかえざるを得ない

というもの、例えば別府警察署もそうでした。建てかえるべきものは建てかえる。

また、延命を講じて、長く使っていくものについては長く使っていく。それぞれ建物の

状態に応じて、また求められる機能に応じて、リニューアルする際は、より機能的なもの

にということで、求められる機能を施設ごとにチェックをしながら、必要な見直しを行っ

ていきたいと、そういうふうに考えております。

首藤委員 ぜひ、そういうことをお願いします。

吉岡委員長 ほかに、報告に関するご質疑はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ほかにご質疑もないようでございますので、以上で諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ほかにないようですので、以上をもちまして総務部関係の審査を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

〔総務部退室〕

吉岡委員長 閉会中における本委員会の所管事務調査について、お諮りいたします。
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お手元に配付のとおり、各事項について、閉会中、継続調査を行いたいと思いますが、

ご異議はございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、所定の手続をとることにいたします。

次に、本日の審査結果に関する委員長報告については、私にご一任いただくということ

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 ご異議がないので、委員長報告については、そのようにいたします。

この際、ほかに何かございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡委員長 別にないようでございますので、これをもちまして本日の委員会を終わりま

す。


